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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．当社は、平成19年12月13日に、平成15年４月期から平成19年４月期までの５連結会計年度の中間連結財務諸

表・連結財務諸表を訂正することを決定しました。しかしながら、当半期報告書提出日現在において、訂正

済みの中間連結財務諸表・連結財務諸表の監査は終了しておりません。そのため、平成18年４月期中間及び

平成19年４月期中間、平成18年４月期及び平成19年４月期に係る数値については、当初提出時の数値（訂正

事項を反映させる前の数値）を記載しております。平成20年４月期中間については、過年度に係る訂正事項

を反映させて作成した中間連結財務諸表に基づいて記載しております。なお、訂正の概要につきましては、

「第５ 経理の状況 １中間連結財務諸表等 （1）中間連結財務諸表（追加情報）」に記載しておりま

す。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．第12期中間期、第13期中間期、第14期中間期の潜在株式調整後１株当たり中間純利益並びに第13期の潜在株

式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり中間純損失または１株

当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

４．第13期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

回次 第12期中 第13期中 第14期中 第12期 第13期 

会計期間 

自平成17年 
５月１日 

至平成17年 
10月31日 

自平成18年 
５月１日 

至平成18年 
10月31日 

自平成19年 
５月１日 

至平成19年 
10月31日 

自平成17年 
５月１日 

至平成18年 
４月30日 

自平成18年 
５月１日 

至平成19年 
４月30日 

売上高（千円） 1,613,522 3,041,528 2,160,428 4,952,078 6,420,374 

経常利益又は経常損失（△）

（千円） 
△333,374 △84,927 △451,163 268,138 △340,931 

中間（当期）純損失（△）又

は当期純利益（千円） 
△206,105 △50,089 △467,817 153,359 △417,429 

純資産額（千円） 4,127,894 4,484,792 4,503,073 4,505,251 5,631,802 

総資産額（千円） 6,678,411 8,818,731 6,744,199 7,058,230 8,479,443 

１株当たり純資産額（円） 100,538.12 107,995.39 106,096.42 109,536.87 129,624.56 

１株当たり中間（当期）純損

失（△）又は当期純利益金額

（円） 

△5,613.50 △1,216.68 △10,771.61 3,945.28 △10,068.11 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額（円） 
－ － － 3,781.74 － 

自己資本比率（％） 61.9 50.7 66.4 63.8 66.1 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△125,304 258,771 △602,256 △278,431 395,759 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△179,425 △131,664 △687,709 △396,965 △285,874 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
1,331,907 1,912,211 △201,554 1,089,511 1,839,046 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円） 
1,555,108 2,994,739 1,412,883 953,691 2,904,671 

従業員数（人） 198 226 239 225 253 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．当社は、平成19年12月13日に、平成15年４月期から平成19年４月期までの５事業年度の中間財務諸表・財務

諸表を訂正することを決定しました。しかしながら、当半期報告書提出日現在において、訂正済みの中間財

務諸表・財務諸表の監査は終了しておりません。そのため、平成18年４月期中間及び平成19年４月期中間、

平成18年４月期及び平成19年４月期に係る数値については、当初提出時の数値（訂正事項を反映させる前の

数値）を記載しております。平成20年４月期中間については、過年度に係る訂正事項を反映させて作成した

中間財務諸表に基づいて記載しております。なお、訂正の概要につきましては、「第５ 経理の状況 ２中

間財務諸表等 （1）中間務諸表（追加情報）」に記載しております。  

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．第13期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

４．「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純損失又は当期純利益金額」及び「潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益金額」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しており

ます。 

回次 第12期中 第13期中 第14期中 第12期 第13期 

会計期間 

自平成17年 
５月１日 

至平成17年 
10月31日 

自平成18年 
５月１日 

至平成18年 
10月31日 

自平成19年 
５月１日 

至平成19年 
10月31日 

自平成17年 
５月１日 

至平成18年 
４月30日 

自平成18年 
５月１日 

至平成19年 
４月30日 

売上高（千円） 1,570,096 2,359,219 1,812,470 4,714,239 5,451,517 

経常利益又は経常損失（△） 

（千円） 
△335,809 △129,126 △438,897 215,051 △401,291 

中間（当期）純損失（△）又

は当期純利益（千円） 
△205,629 △79,468 △450,873 118,882 △454,999 

資本金（千円） 1,939,281 1,957,082 2,860,085 1,942,791 2,709,590 

発行済株式総数（株） 41,058 41,350 43,651 41,130 43,268 

純資産額（千円） 4,073,211 4,329,179 4,309,727 4,401,424 5,458,664 

総資産額（千円） 6,551,384 8,465,166 6,434,808 6,759,905 8,147,755 

１株当たり配当額（円） － － － 600 － 

自己資本比率（％） 62.2 51.1 67.0 65.1 67.0 

従業員数（人） 116 126 137 125 148 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあ

りません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 事業の種類別セグメントを記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと、次のとおりであります。 

 （注） 従業員数は就業人員であります。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員は就業人員であります。 

(3）労働組合の状況 

 当社及び連結子会社において、労働組合は結成されておりませんが、労使関係につきましては円満に推移してお

ります。 

  平成19年10月31日現在

事業部門別の名称 従業員数（人） 

非接触電気検査装置部門   92 

接触電気検査装置及びその他部門   67 

海外部門   56 

管理部門   24 

合計   239 

  平成19年10月31日現在

従業員数（人） 137 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当社は、平成19年12月13日に、平成15年４月期から平成19年４月期までの連結会計年度の中間連結財務諸表・

連結財務諸表及び同期間の事業年度の中間財務諸表・財務諸表を訂正することを決定しました。しかしながら、

当半期報告書提出日現在において、訂正済みの中間連結財務諸表・連結財務諸表及び中間財務諸表・財務諸表の

監査は終了しておりません。そのため、以下に記載する前中間連結会計期間及び前中間会計期間（平成18年５月

１日から平成18年10月31日）との増減比率は、当初提出時の数値（訂正事項を反映させる前の数値）に基づいて

記載しております。また、当中間連結会計期間及び当中間会計期間（平成19年５月１日から平成19年10月31日）

については、過年度に係る訂正事項を反映させて作成した中間連結財務諸表及び中間財務諸表に基づいて記載し

ております。なお、訂正の概要につきましては、「第５ 経理の状況 １ 中間連結財務諸表等 (1) 中間連結財

務諸表（追加情報）及び２中間財務諸表等（1）中間財務諸表（追加情報）」に記載しております。 

 当中間連結会計期間における世界経済は、米国における７－９月期の実質ＧＤＰの速報改訂値が季節調整済み

の年率換算で前期と比較し4.9％増えた反面、原油価格の高騰などの不安定要素に加え、信用力の低い個人向け

住宅融資（サブプライムローン）の焦げ付きをきっかけにした金融市場の動揺が沈静化を見せず長期化の様相を

呈してきたことから、予断を許さない状況となっております。 

 一方、当中間連結会計期間におけるわが国経済は、平成19年10月の月例経済報告では企業主導での回復が持続

しているとの判断が示される一方で、米国に端を発したサブプライムローン問題がわが国の金融市場にも動揺を

もたらす等の影響が懸念され、先行きに対する不透明感が一層強まりつつあります。 

 このような環境の中、当社グループが属する電子基板業界におきましては、競争が激化する中、新規の設備投

資の延期・縮小を発表する企業がある一方で、積極的に設備投資を表明する企業も散見される等、両極化が顕著

となってきております。そのような中、携帯電話業界において昨年度の番号ポータビリティ制度の施行に伴う買

換え需要が一時的に上昇したものの、キャリア各社は通信料を下げるサービスを積極的に打ち出す一方、携帯電

話端末の販売価格を上昇させる戦略を打ち出してきており、今後、携帯電話端末のライフサイクルの長期化及び

値上げによる買換需要の減少によって、当該製品に多用されるフレキシブル基板（注１）、テープ基板（注２）

等の生産へ影響が出る事態が懸念されます。さらに、液晶テレビやプラズマディスプレイテレビ（以下「ＰＤ

Ｐ」と言います。）等に代表されるフラットパネルディスプレイ（以下「ＦＰＤ」と言います。）業界において

も、依然として激しい価格競争が続いております。このような状況下、一部のＦＰＤメーカーは積極的な設備投

資を表明しておりますが、その一方で設備投資の延期または中止を表明するメーカーも存在する等、二極化が進

みつつあります。このような価格競争の結果、各ＦＰＤメーカーはパネル単価の下落に伴う慢性的な利益率の低

下を払拭することに苦慮しております。なお、2008年の北京オリンピック開催、2011年のアナログ放送廃止等へ

向けて、買換え等の需要増加を期待できる事態も控えておりますが、当社の扱う検査装置市場におきましても既

存及び新規参入の競合他社との競争が激しさを増すことが予想され、依然として予断を許さない状況でありま

す。 

 このような状況の下で、当社グループは、ユーザーの要望に対し非接触電気検査技術を応用した技術にて応え

るべく研究開発を重ねるとともに、ユーザーの満足を 大限に獲得することを目標として、サービスサポート体

制の充実及び装置の改善に取り組んでまいりましたが、他社製品との競争が激しさを増す中、売上の柱と期待し

ているフレキシブル基板およびテープ基板向け非接触検査装置において、対象顧客の設備投資が低迷したこと、

プリント基板に部品を実装したあとに使用される機能検査装置の買換え需要が予想と比べ低調であったことなど

を受け、売上高が当初予想を下回る結果となりました。 

 また、利益につきましては、販売費及び一般管理費の削減に努めましたが、前述の理由により売上高が予想を

下回った反面、年度末に控えたガラス基板検査装置等の出荷量増大に対応するため、一定の人員等を確保したこ

とで人件費等の固定費の売上高に占める割合が増加したこと等により、経常利益、当期純利益とも当初予想を下

回ることとなりました。 

 この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は2,160百万円（前年同期比29.0%減）、経常損失は451百万

円、中間純損失は467百万円となりました。また、単体における当事業年度の業績は、売上高は海外子会社との

取引に係わる売上高を加味し1,812百万円（前年同期比23.2%減）、経常損失は438百万円、中間純損失は450百万

円となりました。 



［非接触電気検査装置部門］ 

 非接触電気検査装置部門におきましては、前述の通り、当社の売上の柱と期待しているフレキシブル基板及び

テープ基板向けの検査装置において対象顧客の設備投資が低迷したことを受け、当初予定を下回る結果となりま

した。また、ＰＤＰ駆動に用いられるドライバー基板向けの検査装置におきましても、当初予想を下回っており

ます。一方、ＦＰＤパネルの検査に用いられるガラス基板検査装置がほぼ予想通りの出荷を行うことができたこ

とに加え、フレキシブル基板、テープ基板検査装置に使用される非接触治具は好調に推移いたしましたが、検査

装置の売上高低迷をカバーするまでには至りませんでした。 

 この結果、売上高は1,506百万円（前年同期比39.2％減）となりました。 

［接触電気検査装置部門］ 

 接触電気検査装置部門におきましては、当該検査装置ユーザーの買い替え需要が当初予想と比べ低迷したこと

に加え、昨年子会社を設立したタイを初めとするアジア圏諸国における販売も低調に推移いたしました。この影

響により、装置の出荷は当初予定を下回ることとなりましたが、当該装置に利用される治具は、ほぼ当初予定通

りの出荷を行うことができました。 

 この結果、売上高は458百万円（前年同期比1.4%減）となりました。 

［その他の部門］ 

 その他部門におきましては、他社が製造している外観検査装置及びプリント基板（注３）製造装置等を当社に

おいてユーザーの要望に合わせてカスタマイズして販売を行っております。当中間連結会計期間におきまして

は、外観検査装置、プリント基板製造装置の出荷は当初予定を下回る結果となりました。また、当社子会社が取

り扱っている光通信用計測装置も、当初予定を下回る結果となりました。 

 この結果、売上高は195百万円（前年同期比96.2%増）となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計期間末に比べ

1,581百万円減少し、1,412百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は、602百万円（前年同期は258百万円の獲得）

となりました。これは、主に売上債権が減少（708百万円）したものの、税金等調整前中間純損失（460 

百万円）、仕入債務の減少（838百万円）等を計上したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は、687百万円（前年同期比422.3%増）となりま

した。これは主に、有形固定資産を取得（623百万円）したことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は、201百万円（前年同期は、1,912百万円の獲

得）となりました。これは主に、自己株式の取得による支出（174百万円）を計上したことによるものです。

 ＜用語解説＞ 

（注１）「フレキシブル基板」とは柔軟性を持ったプリント基板のことで、折り曲げが可能なことから、実装スペースの

限られる携帯電話やデジタルカメラなどの小型製品に用いられています。 

（注２）「テープ基板」とは、柔軟性を持ったテープ状の基板のことで、液晶パネルの周辺に装着されて画面を駆動する

等の用途に用いられています。 

（注３）「プリント基板」とは、電子回路等の配線を絶縁体の板に形成した基板で、あらゆる電気機器に用いられていま

す。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当社製品群は基本的には受注生産でありますが、電気検査装置につきましては、業界の慣習等の理由により、正

式注文書の発行が受注時にされず、販売金額が受注時と納品時で異なることもあるために受注金額の把握が困難と

なっております。また、電気検査用治具につきましては、受注後３日から10日間くらいと非常に納期が短くなって

おります。これらの理由により、受注状況の記載は省略しております。 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注）金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

 今般、当中間期（平成19年５月１日～平成19年10月31日）の決算業務、並びに金融商品取引法に定める内部統制体

制の構築を進める過程において、過年度の決算について修正を要する可能性のある事実が判明いたしました。 

 このような事態を受け、当社グループは本件の発生の未然防止ができなかったコーポレートガバナンス体制に大き

な問題があったとの認識を持ち、再発防止に向けた具体策の策定と抜本的な経営改善策の策定を目的とした取組を実

行に移していくことが必要であり、 重要課題であると認識しております。 

 具体的には、今般の事態を引き起こした直接的な原因たる予算統制の手法の改善にとどまらず、人事考課の方法、

報酬の改定方法にまで及んだ抜本的な改革を通じて、企業運営には法令諸規則の遵守が不可欠であるとの認識の下、

これらの企業風土を構築するための方策として下記の事項を実施してまいります。 

（１） コーポレートガバナンスに関する改善 

 下記（２）記載の内部管理体制の強化を通じて、財務報告の信頼性を確保するため、適切なコーポレートガバ

ナンス体制及び内部統制システムの構築を目指してまいります。 

 予算達成偏重の状況を改善するため、まずは、企業経営者自らが経営理念、事業目的、行動規範を社内に徹

底、更には広く社会に明示、伝達することによって、良好な企業風土作りを図ってまいります。具体的には、会

社の掲げる理念としての「企業行動憲章」、社員一人一人が業務を遂行していくにあたり、倫理的・道徳的より

どころとなるべき「社員行為規範」を策定し、社内外に公表し当該憲章・規範に則った業務を運営していくこと

で企業風土の改善を図ってまいります。 

 また、業務運営プロセスレベルにおける内部統制システムの脆弱さに起因する点については、内部統制システ

ム構築作業を通じて、業務フローの洗い直しからリスクの発見並びに当該リスクの統制について検討し、効率的

且つ統制のきいた業務フローの作成を実行し、厳格な運用を図ってまいります。 

 特に、当社においては、受注から納入・検収・入金に至るまでの業務に関し、顧客都合による仕様・納期・金

額等の変更が多く見られることから、原則としての業務フローは存在していても、様々なケースに対応すべきフ

部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

非接触電気検査装置部門 1,595,505 61.1 

接触電気検査装置部門 513,930 113.2 

その他部門 243,488 243.9 

合計 2,352,923 74.3 

部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

非接触電気検査装置部門 1,506,224 60.8 

接触電気検査装置部門 458,332 98.6 

その他部門 195,872 196.2 

合計 2,160,428 71.0 



ローが明確でありませんでした。これらの点について、あらゆるケースを想定した業務フローを策定し、当該フ

ローに沿った業務運営を目指してまいります。 

 また、内部統制システムの整備過程において、取締役等による違法性を帯びた指示や、それに盲目的に追従し

た結果、違法行為が実行に移されることを防止するために、意思決定手続の明確化、相互牽制機能の明確化につ

いても、社内規程等の見直しと同時に実施してまいります。 

（２） 内部管理体制の強化 

  今後の売上計上を始めとする業務フロー、関連証憑等を改善し、効率的且つ適正な業務運営体制を構築する

ため、代表取締役社長を委員長とする業務改革委員会を設置し、具体的な施策の検討を行うと同時に、金融商品

取引法に定める内部統制システムの整備を進めてまいります。 

また、同時に種々の問題点を解決し管理していくことを目的に、社内に新たな管理部署（仮称：業務管理部）を

創設いたします。 

（３）モニタリング機能の強化 

 今般の過年度決算の訂正を早期に発見できなかった原因として、社内のモニタリング機能が有効でなかったこ

とが挙げられます。この点を解決するため効果的なモニタリング体制の構築を目指してまいります。 

 その為に、例え担当者が処理を誤ったとしても、それらを早期に発見することができる体制を構築することを

目的に、監査部内に業務検査チームを組織し、会社全体の業務が適切に実行できるよう内部監査機能を強化いた

します。 

 また、社内全体の業務運営を適正化するため、現在、検査システム事業本部営業部内に設置している業務課を

独立させ、新たに（仮称）業務管理部として再編し、人員増強も含めその機能を強化してまいります。 

（４）コンプライアンスホットラインの設置 

 将来に渡り不正等が発生することを防止するため、役員や社員からコンプライアンス違反となるまたはその恐

れのある行為について、監査部及び外部弁護士等を窓口として設置いたします。 

（５）財務・経理部門の機能強化 

 適正な財務諸表を作成するため、社員教育を実施すると同時に、専門知識を有する人材を外部からの招聘等も

含め検討し、人員を増強することで機能を強化いたします。 

 監査役（会）、監査部及び監査法人と経営者との定期的な連絡協議会を実施し、適正なコンプライアンス体制

を構築することを目指してまいります。 

（６）役職員教育 

 今般の過年度決算の訂正が発生した事由の一つとして、会社の経営層を含む関係者の専門的知識の欠如が挙げ

られます。したがって、今後一定の教育プログラムを策定し、役職員教育を通じ業務遂行に必要な知識、コンプ

ライアンス、内部統制、社会的責任等に関する知識の習得を図ると同時に、企業人としての適切な倫理観、道徳

観の醸成を図ります。 

 教育プログラムは、社内講師による教育にとどまらず、専門知識を有する外部講師による教育を定期的に実施

すると同時に、派遣又は委託等の専門家を配属し既存役職員へのＯＪＴの実施についても検討してまいります。

（７）社内管理システムの改善 

 当社は、見積、売上、仕入、会計、原価、在庫、購買等市販ソフトウェア、自社製ソフトウェアを組み合わせ

て運用しておりますが、それぞれの連携が不十分であり、一連での情報認識ができず、それぞれのソフトウェア

で管理された情報を合算、照合するには手作業で行わざるを得ない状況であります。 

 このような状況を改善するために、業務フローの見直し、整備をおこなうとともに、システムの統合を行い、

一連のデータ管理が統一されたシステムにより発信できるように、早急な改善を行います。また次のステップと

して、統合管理システムの導入を検討してまいります。 



４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 当社グループはプリント基板、半導体パッケージ向け基板及びガラス基板等向けの電気検査装置の開発・製造・販

売を主な業務としております。 

 プリント基板のピンコンタクト（注1）による従来の検査方法は、配線間隔の微細化や、プリント基板そのものの

薄型化に対応しきれない状況も生じつつあります。当社グループは、この中でも特に微細なパターンを高速で検査で

きる装置の開発に努めております。 

 当中間連結会計期間における研究開発費については、28,394千円となっております。なお、セグメント別の研究開

発費については、区別して管理していないため記載しておりません。 

 部門別の研究開発活動を示すと、次のとおりであります。 

（1）非接触電気検査装置部門 

① ガラス基板向けオープン／ショート検査の応用装置開発 

 当社のガラス基板向けオープン／ショート検査装置は各工場プロセスやユーザーニーズに合わせた応用方式を

複数開発し適用してきておりますが、平成18年度はＥＬＦ型（注２）検査装置の運用を開始し欠陥検出性能向上

を図り、完全非接触型検査装置の性能改善を図ることができました。また超高速でセンサー信号処理を行う専用

ユニットを開発することで更なる高速化を実現し運用を開始しております。 

 また、当社のオープン／ショート検査装置は、従来はピンと呼ばれる針を接触させる方法による検査でしか実

現できなかった電気的欠陥の検出並びに欠陥検査位置の特定という他に類をみない性能と機能により同検査装置

への期待は、ますます高まる状況にあります。そのような状況下、製造プロセスの段階では電気的な欠陥となっ

ておらず発見することができない半欠陥という状態についてもなるべく早めの工程で検出したいというニーズが

各社から寄せられています。これらのユーザーより寄せられる要望に対応するため、当社のセンシング技術を駆

使し、システムの開発、改良並びにセンサー性能の向上を図ってまいります。 

   ② 高速ＴＦＴ－Ａｒｒａｙテスターの市場調査及び要素技術開発 

 上述のオープン／ショート検査は、ＴＦＴ－ＬＣＤ製造工程の途中工程においてＴＦＴ基板上に配線だけ形成

した段階で欠陥の検出を実施いたしますが、その後基板はさらに格子状に画素を形成したＴＦＴ 終工程へ移り

ます。ＴＦＴ 終工程での検査においては、二次元に並んだＴＦＴ及び画素を全て検査するアレイテスターが別

に必要となります。 

 近年、パネルの大型化に伴いＴＦＴアレイテスター（注３）の重要性が認識され、性能及び処理能力もより高

いものが要求されるようになってきております。当社は、オープン／ショート検査装置で培った非接触センシン

グ技術を応用し、アレイテスター向け非接触ラインセンサーの試作を行い、検証してまいりました。 

 当中間連結会計期間においては、装置コンセプトとその市場性についてあらゆる角度から検討及び検証を行

い、一部新しい原理を用いた装置の適応性についても検証し、未だ完全な検出性能を持つＴＦＴアレイテスター

がないと言われる市場に対する１つの解決策を見いだすことができました。 

 今後開発をさらに進め、ＴＦＴアレイテスター市場にも参入し、ＴＦＴ基板製造工程の検査を総合的に提供し

ていく方針を改めて確認するとともに、実機搭載可能なラインセンサーの開発、ならびに装置化に必要な要素技

術の開発を進めてまいります。 

③ ハーネス向け検査装置の開発 

 当社では既に、ハーネス及びケーブル向け非接触検査装置の開発に成功いたしましたが、当該装置は、ハーネ

ス及びケーブルの製造工程における中間工程で主に使用されるものとなっております。一方当該装置のユーザー

からは、中間工程だけでなく完成状態のハーネス及びケーブルを非接触検査できる装置が欲しいとの要望が寄せ

られていることから、ハーネス及びケーブルの完成状態での検査装置の開発に着手しております。当該装置が完

成することにより、ハーネス及びケーブルメーカーは、製造の中間工程において、断線検査と配線違いによる不

良検出を行うことができるだけでなく、完成状態での検査を行うことにより、不良率の大幅な低減による品質の

向上及び製造工程の改善によるコスト削減ができると考えております。 



④ プリント基板向け非接触抵抗測定 

 研究の目的は、非接触方式での、基板の良・不良を判定するひとつの基準である配線の「抵抗値」の測定技術

の確立であります。既にガラス基板向け検査で当該非接触抵抗測定技術を確立することはできましたが、複雑な

配線パターンが形成されるプリント基板における当該技術の応用が望まれております。そのため、当社は、選任

の担当者を配置し早期の実現を目指しておりましたが、このたび、当該技術を確立する目処が立ちました。 

 当該技術は、電子ビームを利用するものであります。この技術を取り入れることにより、従来と比較し大容量

の電流を流すことが可能となることから、プリント基板の検査装置に応用すれば、入力側、出力側とも非接触の

完全非接触抵抗値測定を実現できると考えております。また、この技術を応用することで、半導体ウェーハの表

面改質や、殺菌・滅菌といった分野にも進出できる可能性を秘めております。 

（2）接触電気検査装置部門 

 日本国内においては、より難易度の高い基板が集約し、その基板を検査するために必要な治具は、高性能、高

精度、短納期、原価低減などの課題がますます重要な課題となっております。 

 本課題に対処するため、治具の製作に必要な設計から加工までの工程では三次元化を進めております。また、

三次元ＣＡＤ／ＣＡＭ、マシニングセンターを新たに導入し、立ち上げ作業を行っております。 

（3）その他部門 

 前連結会計年度より、光部品の計測に使用されるスペクトラムアナライザーといった光通信測定装置類の取

り扱いを開始いたしました。当該その他部門におきましては、既に取扱を開始している全自動露光装置、スク

リーン印刷機などと共に、日本国内のユーザーの高度な要望に応えるべく、装置全体の構成、搬送設備の改良

等に着手しております。 

 上記基板メーカーにおいては、生産量が増大する両面基板の生産効率向上を企図しており、当該装置に対す

る要望が数多く寄せられておりますので、当該改良等により設備が導入されれば、ユーザーの生産効率向上に

寄与できるものと考えております。 

 （注１）「ピンコンタクト」とは、通常は電気検査を行う場合に電極を検査しようとする配線又は電子部品に接触させ

電流を流して検査を行いますが、このピンを接触させることです。 

 （注２）「ＥＬＦ」とは、当社が開発した非接触給電技術の名称のことです。既存の給電値がμＡ（マイクロアンペ

ア）から数十μＡであったのに対し、数十ｍＡから数百ｍＡの給電が可能となります。 

 （注３）「ＴＦＴアレイテスター」とは、ＴＦＴアレイ基板の電気的回路機能を検査する装置のことです。また「ＴＦ

Ｔアレイ基板」とは、マトリックス上に多数配列した基板のことです。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、新工場用地取得431,892千円、治具内製化のための機械装置73,295千円の設備投資

を実施いたしました。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1）当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設についての重要な変更は次

のとおりであります。 

 当中間連結会計期間における重要な設備の新設の計画は、当初は事務所並びに既存事業である治具等の生産設

備の増強等を含む新社屋の建設を考えておりましたが、業況の急速な低迷を受け、土地取得、設計は完了したも

ののその変更を余儀なくされ、新工場建設計画は一時中断しております。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）１．完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

２．「提出日現在発行数」欄には、平成20年１月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商

法第280条ノ19第１項の規定に基づき発行された新株引受権の権利行使を含む）により発行された株式数は

含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 150,000 

計 150,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成19年10月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年２月29日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 43,651 43,651 東京証券取引所マザーズ （注）１ 

計 43,651 43,651 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

① 旧商法等改正整備法第19条１項の規定により新株予約権とみなされる旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づ

く新株引受権の状況 

（平成12年７月28日定時株主総会） 

 （注）１．当社が株式分割等または権利行使価額を下回る払込価額で新株を発行する場合には、権利行使価額及び付与

株数を次に定める算式を持って調整する。 

調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ、１株未満の端数はこれを切り捨てる。 

２．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。 

(1）対象者に法令又は当社内部規律に違反する行為があった場合又は対象者が当社と競合関係にある会社の取

締役、監査役、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合等、新株引受権の付与の目的上対象

者に新株引受権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者に付与された新株引

受権は直ちに失効し、その後新株引受権を行使することができないものとする。 

(2）新株引受権の相続はこれを認める。但し、行使期間の初日の到来後に死亡した場合に限る。 

新株引受権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 

(3）年間行使価額の制限 

対象者は新株引受権の行使によって発行される株式の発行価格の合計額が年間（１月１日から12月31日ま

で）金1,000万円を超えないように、付与された新株引受権を行使しなければならない。 

(4）会社の合併 

当社が他社と吸収合併又は新設合併を行う場合、未行使の新株引受権はかかる吸収合併又は新設合併にか

かる契約の定めに従う。 

(5）上記以外の条件については、当社と個別の対象者との間で締結された新株引受権付与に関する契約による

ものとする。 

３．新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利

を喪失した者の新株予約権の数及び権利が行使された新株予約権の数を減じております。 

 
中間会計期間末現在 
（平成19年10月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成20年１月31日） 

新株予約権の数（個） － － 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 232（注）１、３ 232（注）１、３ 

新株予約権の行使時の払込金額 
１株当たり  75,000円 

       （注）１ 
同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年８月20日から 

平成22年７月27日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   75,000円 

資本組入額  37,500円 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株引受権は、第三者に譲渡した

り、担保権を設定したり、その他

の処分をすることができない。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
－ － 

調整後付与株式数 ＝
調整前付与株式数 × 調整前権利行使価額 

調整後権利行使価額 

       
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後権利行使価額 ＝ 調整前権利行使価額 ×
調整前権利行使価額 

既発行株式数＋分割・新規発行株式数 



② 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

（平成14年７月26日定時株主総会） 

 （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整し、かかる調整は、本新株予約権

のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により

生じる１株未満の端数は切り捨てる。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。 

３．当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使ならびに新株引

受権の行使による場合を除く）は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は

切り上げる。 

４．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

(1）新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締役、監査役、執行

役員及びその他の使用人の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当

な理由のある場合はこの限りでない。 

(2）その他、権利行使の条件は、総会決議及び本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結し

た「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

５．新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利

を喪失した者の新株予約権の数及び権利が行使された新株予約権の数を減じております。 

 
中間会計期間末現在 
（平成19年10月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成20年１月31日） 

新株予約権の数（個） 408（注）５ 408（注）５ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  － －  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,632（注）１、５ 1,632（注）１、５ 

新株予約権の行使時の払込金額 
１株当たり  75,000円 

       （注）２、３ 
同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年８月20日から 

平成24年７月25日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   75,000円 

資本組入額  37,500円 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締役

会の承認を必要とする。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
－ － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１ 

分割・併合の比率 

       
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



③ 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

（平成15年７月28日定時株主総会） 

 （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整し、かかる調整は、本新株予約権

のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により

生じる１株未満の端数は切り捨てる。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。 

３．当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使ならびに新株引

受権の行使による場合を除く）は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は

切り上げる。 

４．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

(1）新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締役、監査役、執行

役員及びその他の使用人の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当

な理由のある場合はこの限りでない。 

(2）その他、権利行使の条件は、総会決議及び本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結し

た「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

５．新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利

を喪失した者の新株予約権の数及び権利が行使された新株予約権の数を減じております。 

 
中間会計期間末現在 
（平成19年10月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成20年１月31日） 

新株予約権の数（個） 85（注）５ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 340（注）１、５ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 
１株当たり  156,000円 

     （注）２、３ 
同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年８月20日から 

平成25年７月25日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   156,000円 

資本組入額  78,000円 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締役

会の承認を必要とする。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
－ － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１ 

分割・併合の比率 

       
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



④ 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

（平成16年７月28日定時株主総会） 

 （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整し、かかる調整は、本新株予約権

のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により

生じる１株未満の端数は切り捨てる。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。 

３．当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使ならびに新株引

受権の行使による場合を除く）は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は

切り上げる。 

４．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

(1）新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締役、監査役、執行

役員及びその他の使用人の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当

な理由のある場合はこの限りでない。 

(2）その他、権利行使の条件は、総会決議及び本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結し

た「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

５．新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利

を喪失した者の新株予約権の数を減じております。 

 
中間会計期間末現在 
（平成19年10月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成20年１月31日） 

新株予約権の数（個） 243（注）５ 239（注）５ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －   － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 486（注）１、５ 478（注）１、５ 

新株予約権の行使時の払込金額 
１株当たり  217,926円 

     （注）２、３ 
同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年８月20日から 

平成26年７月25日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   217,926円 

資本組入額  108,963円 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締役

会の承認を必要とする。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
－ － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１ 

分割・併合の比率 

       
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



⑤ 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

（平成17年７月27日定時株主総会） 

 （注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整し、かかる調整は、本新株予約権

のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により

生じる１株未満の端数は切り捨てる。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。 

３．当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使ならびに新株引

受権の行使による場合を除く）は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は

切り上げる。 

４．新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

(1）新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締役、監査役、執行

役員及びその他の使用人の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当

な理由のある場合はこの限りでない。 

(2）その他、権利行使の条件は、総会決議及び本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結し

た「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

５．新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利

を喪失した者の新株予約権の数を減じております。 

 
中間会計期間末現在 
（平成19年10月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成20年１月31日） 

新株予約権の数（個） 2,340（注）５ 2,284（注）５ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －  －  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,340（注）１、５ 2,284（注）１、５ 

新株予約権の行使時の払込金額 
１株当たり  710,660円 

     （注）２、３ 
同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年８月20日から 

平成27年７月25日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   710,660円 

資本組入額  355,330円 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取締役

会の承認を必要とする。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
－ － 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１ 

分割・併合の比率 

       
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



⑥ 会社法に基づき発行した新株予約権付社債の状況 

（平成18年９月15日取締役会決議） 

 （注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、本新株予約権付社債の残高を10月末現在の新株予約権の行使時の払込

金額で除して得られる整数を表示しております。 

２．新株予約権の行使時の払込金額（以下「転換価額」という）は、当初804,166円とし、本新株予約権付社債

の発行後、毎年１月、４月、７月及び10月の第１金曜日（以下「修正日」という。）の前取引日まで（同日

を含む。）の15連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に相

当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額が、当該修正日の直前に有効な転換価額を１円以上下回る場

合には、転換価額は、各修正日以降かかる金額に修正されます。また、修正後の転換価額が562,917円（以

下「下限転換価額」という。）を下回ることとなる場合、転換価額は下限転換価額となります。 

 なお、①時価を下回る払込金額をもって普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社の普通株式を

処分する場合（但し、新株予約権の行使、取得請求権付株式または取得条項つき株式の取得、その他当社普

通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合を除く。）、②株式の分割によ

り普通株式を発行する場合、③時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求

権付株式または時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権を発行または付

与する場合、④当社の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権の取得と引換えに時価を下回る

価額をもって当社普通株式を交付する場合、⑤上記①ないし③の場合において、基準日が設定され、かつ、

効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としている場合について

は、下記の算式により転換価額を調整します。 

 
中間会計期間末現在 
（平成19年10月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成20年１月31日） 

新株予約権の数（個） 16 － 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,730（注）１ － 

新株予約権の行使時の払込金額 562,917円（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年10月10日 

至 平成21年９月18日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 562,917円 

資本組入額 281,459円 

 （注）３ 

同左 

新株予約権の行使の条件 
各本新株予約権の一部行使はでき

ない。 
同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本新株予約権付社債は、本社債と

本新株予約権のうち一方のみを譲

渡することはできない。 

同左 

代用払込に関する事項 

各本新株予約権の行使に際して出

資される財産は、当該本新株予約

権に係わる社債とし、当該本社債

の価額は、原則その払込金額と同

額とする。 

同左 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
 － － 

       

既発行株式数 ＋ 

新発行・処分 

株式数 
× 

１株当たりの 

払込金額 

調整後 

転換価額 
＝ 

調整前 

転換価額 
× 

時価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 



３．①新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格 

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、注２欄記載の転換価額とします。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第40条の定めると

ころに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ず

る場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増

加する資本金の額を減じた額とします。 



(3）【ライツプランの内容】 

      該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）１．新株引受権及び新株予約権（第１回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権を含む）の権

利行使により、発行済株式総数が383株、資本金が150,494千円、資本準備金が150,494千円増加しました。 

 ２．平成19年７月27日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づき、1,000,000千円をその他資本

剰余金に振替えております。 

年月日 
発行済株式
総数増減数 

（株） 

発行済株式
総数残高
（株） 

資本金増減
額（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金
増減額 
（千円） 

資本準備金残
高 
（千円） 

平成19年５月１日～ 

平成19年10月31日 

（注） 

383 43,651 150,494 2,860,085 △849,505 1,847,869 



(5）【大株主の状況】 

 （注） 上記のほか、自己株式が1,469株あります。 

  平成19年10月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式

数 
（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

石岡 聖悟 広島県福山市 6,756 15.5 

バークレイズ バンク ピーエルシー 

バークレイズ キャピタル セキュリテ

ィーズ 

１ CHURCHILL PLACE. LONDON E14 5HP.  

U. K.  
2,580 5.9 

（常任代理人スタンダードチヤーダード

銀行） 
（東京都千代田区永田町２－11－１）     

株式会社中国銀行 岡山県岡山市丸の内１－15－20  1,000 2.3 

ＳＢＩイー・トレード証券株式会社 東京都港区六本木１－６－１ 649 1.5 

オー・エイチ・ティー従業員持株会  広島県福山市神辺町西中条1118－1 304 0.7 

ばんせい証券株式会社  東京都中央区新川１－21－２  302 0.7 

有限会社イシオカ  広島県福山市神辺町大字川南827－３ 276 0.6 

尹 在根  京都市南区 273 0.6 

松井 由廣 滋賀県草津市  270 0.6 

野村證券株式会社  東京都中央区日本橋１－９－１  267 0.6 

計 － 12,677 29.0 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が６株含まれております。なお、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数６個が含まれておりません。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

  平成19年10月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  1,469 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 42,182 42,176 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

端株 － － － 

発行済株式総数 43,651 － － 

総株主の議決権 － 42,176 － 

  平成19年10月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有株

式数（株） 

他人名義所有株

式数（株） 

所有株式数の合

計（株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割（％） 

オー・エイチ・ティー株式会社  広島県福山市神辺町1118番地 1,469 － 1,469 3.4 

計 － 1,469 － 1,469 3.4 

月別 平成19年５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 

高（円） 1,280,000 306,000 216,000 169,000 135,000 153,000 

低（円） 169,000 137,000 141,000 109,000 75,000 97,200 



３【役員の状況】 

   前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

(1）退任役員 

(2）役職の異動 

役名 職名 氏名 退任年月日 

 取締役 新事業開拓本部長  坂口 充弘   平成19年10月31日 

 取締役社長（代表取締役） －  石岡 聖悟   平成20年１月31日 

 取締役 －  井上 千治   平成20年２月29日 

新役名 新職名 旧役名   旧職名 氏名 異動年月日 

 取締役社長 

（代表取締役） 

研究開発本部長

兼研究開発部長 
取締役 

研究開発本部長

兼研究開発部長
山岡 秀嗣   平成20年２月１日 

 専務取締役 

（代表取締役） 

検査システム 

事業本部長 
取締役 

検査システム 

事業本部長 
榊原 康資   平成20年２月１日 

取締役 
検査システム 

事業本部長 

 専務取締役 

（代表取締役） 

検査システム 

事業本部長 
榊原 康資   平成20年２月29日 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年５月１日から平成18年10月31日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年５月１日から平成19年10月31日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年５月１日から平成18年10月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年５月１日から平成19年10月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

(3）当社は、平成19年12月13日に、平成15年４月期から平成19年４月期までの中間連結財務諸表・連結財務諸表及び

中間財務諸表・財務諸表を訂正することを決定しました。しかしながら、当半期報告書提出日現在において、訂正

済みの中間連結財務諸表・連結財務諸表及び中間財務諸表・財務諸表の監査は終了しておりません。そのため、前

中間連結会計期間・前連結会計年度及び前中間会計期間・前事業年度（平成18年５月１日から平成19年４月30日ま

で）に係る数値については、当初提出時の数値（訂正事項を反映させる前の数値）を記載しております。当中間連

結会計期間及び当中間会計期間については、過年度に係る訂正事項を反映させて作成した中間連結財務諸表及び中

間財務諸表に基づいて記載しております。なお、訂正の概要につきましては、「第５ 経理の状況 １中間連結財

務諸表等 （1）中間連結財務諸表（追加情報）及び２中間財務諸表等 （１）中間財務諸表（追加情報）」に記

載しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年５月１日から平成18年10月31日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年５月１日から平成18年10月31日まで）の中間財務諸表につ

いて、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年５月１日から平

成19年10月31日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年５月１日から平成19年10月31日まで）の中

間財務諸表について、創研合同監査法人により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

   
前中間連結会計期間末 
（平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年10月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）                    

Ⅰ 流動資産                    

１．現金及び預金     3,145,337     1,563,799     3,042,909  

２．受取手形及び売
掛金 

※３   1,883,964     1,457,138     2,205,439  

３．たな卸資産     2,693,436     1,857,049     2,095,002  

４．繰延税金資産     82,350     5,807     5,607  

５．その他     59,549     220,723     78,471  

貸倒引当金     △1,091     △3,300     △1,263  

流動資産合計     7,863,546 89.2   5,101,217 75.6   7,426,166 87.6 

Ⅱ 固定資産                    

１．有形固定資産 ※１                  

(1）建物及び構築
物   228,732     230,793     232,387    

(2）機械装置及び
運搬具   86,196     243,327     114,989    

(3）工具器具備品   40,117     76,122     46,537    

(4）土地   148,934     580,826     148,934    

(5) 建設仮勘定   1,828 505,809   5,610 1,136,679   13,485 556,333  

２．無形固定資産     206,912     301,518     270,210  

３．投資その他の資
産                    

(1）投資有価証券   168,203     121,742     146,861    

(2）敷金保証金   36,965     45,549     41,671    

(3）繰延税金資産   21,538     16,347     19,628    

(4）その他   18,055     23,445     20,870    

貸倒引当金   △2,300 242,463   △2,300 204,784   △2,300 226,732  

固定資産合計     955,184 10.8   1,642,982 24.4   1,053,276 12.4 

資産合計     8,818,731 100.0   6,744,199 100.0   8,479,443 100.0 

                     
 



   
前中間連結会計期間末 
（平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年10月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）                    

Ⅰ 流動負債                    

１．支払手形及び買掛
金 

※３   918,254     738,820     1,003,997  

２．短期借入金     117,624     72,706     77,664  

３．未払法人税等     21,968     14,409     20,532  

４．賞与引当金     33,770     37,218     36,549  

５．その他     87,659     76,120     88,160  

流動負債合計     1,179,277 13.4   939,274 13.9   1,226,903 14.5 

Ⅱ 固定負債                    

１．新株予約権付社債     3,000,000     1,200,000     1,500,000  

２．長期借入金     148,878     92,651     112,082  

３．退職給付引当金     5,783     9,199     8,654  

固定負債合計     3,154,661 35.7   1,301,851 19.3   1,620,736 19.1 

負債合計     4,333,939 49.1   2,241,126 33.2   2,847,640 33.6 

                     

（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                    

１ 資本金     1,957,082 22.2   2,860,085 42.4   2,709,590 31.9 

２ 資本剰余金     1,944,866 22.1   2,847,869 42.2   2,697,374 31.8 

３ 利益剰余金     536,248 6.1   △1,091,571 △16.1   168,908 2.0 

４ 自己株式     －     △174,211 △2.6   －   

株主資本合計     4,438,197 50.4   4,442,172 65.9   5,575,873 65.7 

Ⅱ 評価・換算差額等                    

１ 為替換算調整勘定     27,411 0.3   33,186 0.5   32,721 0.4 

評価・換算差額等合
計     27,411 0.3   33,186 0.5   32,721 0.4 

Ⅲ 少数株主持分     19,183 0.2   27,714 0.4   23,207 0.3 

純資産合計     4,484,792 50.9   4,503,073 66.8   5,631,802 66.4 

負債純資産合計     8,818,731 100.0   6,744,199 100.0   8,479,443 100.0 

                     



②【中間連結損益計算書】 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     3,041,528 100.0   2,160,428 100.0   6,420,374 100.0 

Ⅱ 売上原価     2,473,552 81.3   1,959,318 90.7   5,420,634 84.4 

売上総利益     567,976 18.7   201,110 9.3   999,739 15.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費                    

１．役員報酬   63,489     64,166     130,322    

２．給与手当   156,852     181,316     290,030    

３．旅費交通費   102,610     83,289     187,070    

４．販売手数料   6,050     6,615     12,830    

５．貸倒引当金繰入額   123     2,095     287    

６．賞与引当金繰入額   11,236     12,238     14,811    

７．その他   298,675 639,038 21.0 273,679 623,401 28.9 685,233 1,320,586 20.6 

営業損失（△）     △71,062 △2.3   △422,291 △19.6   △320,847 △5.0 

Ⅳ 営業外収益                    

１．受取利息   1,832     3,972     4,745    

２．為替差益   4,698     －     14,989    

３．助成金収入   －     －     19,488    

４．その他   1,231 7,763 0.2 3,003 6,975 0.3 2,229 41,452 0.7 

Ⅴ 営業外費用                    

１．支払利息   6,312     2,564     10,623    

２．手形等売却損   3,832     1,759     －    

３．為替差損   －     857     －    

４．株式交付費   285     3,452     3,292    

５．持分法による投資
損失   9,944     25,122     35,463    

６．その他   1,253 21,628 0.7 2,090 35,846 1.6 12,157 61,537 1.0 

経常損失（△）     △84,927 △2.8   △451,163 △20.9   △340,931 △5.3 

Ⅵ 特別利益                    

１．固定資産売却益 ※１ 147 147 0.0 － － － 147 147 0.0 

 Ⅶ 特別損失                    

１．固定資産除却損 ※２ －     －     12    

２．特許権出願取下損
失   － － － 9,603 9,603 0.4 － 12 0.0

税金等調整前中間
（当期）純損失
（△） 

    △84,779 △2.8   △460,766 △21.3   △340,796 △5.3 

過年度法人税、住
民税及び事業税   －     －     11,683    

法人税、住民税及
び事業税   930     8,572     14,290    

法人税等調整額   △28,988 △28,057 △0.9 2,161 10,733 0.5 51,266 77,240 1.2 

少数株主損失
（△）     △6,632 △0.2   △3,682 △0.2   △607 △0.0 

中間（当期）純損
失（△）     △50,089 △1.7   △467,817 △21.6   △417,429 △6.5 

                     



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

 前中間連結会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日） 

 （注） 平成18年７月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年４月30日 残高（千円） 1,942,791 1,930,575 611,015 4,484,383 

中間連結会計期間中の変動額        

新株の発行（千円） 14,291 14,291   28,582 

剰余金の配当（千円）（注）     △24,678 △24,678 

中間純損失（千円）     △50,089 △50,089 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 
（千円） 

       

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円） 

14,291 14,291 △74,767 △46,185 

平成18年10月31日 残高（千円） 1,957,082 1,944,866 536,248 4,438,197 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証
券評価差額金 

為替換算調整
勘定 

評価・換算差
額等合計 

平成18年４月30日 残高（千円） △3,319 24,188 20,868 18,415 4,523,667 

中間連結会計期間中の変動額          

新株の発行（千円）         28,582 

剰余金の配当（千円）（注）         △24,678 

中間純損失（千円）         △50,089 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 
（千円） 

3,319 3,223 6,543 767 7,310 

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円） 

3,319 3,223 6,543 767 △38,874 

平成18年10月31日 残高（千円） － 27,411 27,411 19,183 4,484,792 



 当中間連結会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日） 

 （注） 新株発行の内容は、以下のとおりであります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年４月30日 残高（千円） 2,709,590 2,697,374 △623,754 － 4,783,211 

中間連結会計期間中の変動額          

新株の発行（千円）（注） 150,494 150,494     300,989 

中間純損失（千円）     △467,817   △467,817 

自己株式の取得（千円）       △174,211 △174,211 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 
（千円） 

         

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円） 

150,494 150,494 △467,817 △174,211 △341,038 

平成19年10月31日 残高（千円） 2,860,085 2,847,869 △1,091,571 △174,211 4,442,172 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
為替換算調整勘定 

評価・換算差額等
合計 

平成19年４月30日 残高（千円） 32,721 32,721 31,529 4,847,462 

中間連結会計期間中の変動額        

新株の発行（千円）（注）       300,989 

中間純損失（千円）       △467,817 

自己株式の取得（千円）       △174,211 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 
（千円） 

464 464 △3,815 △3,350 

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円） 

464 464 △3,815 △344,389 

平成19年10月31日 残高（千円） 33,186 33,186 27,714 4,503,073 

  資本金 資本準備金 

新株予約権の行使 517千円 517千円

転換社債型新株予約権 

付社債の行使（転換） 
149,976千円 149,976千円

  150,494千円 150,494千円



 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日） 

 （注）１． 新株発行の内容は、以下のとおりであります。 

 （注）２． 平成18年７月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年４月30日 残高（千円） 1,942,791 1,930,575 611,015 4,484,383 

連結会計年度中の変動額        

新株の発行（千円）（注）１ 766,799 766,799   1,533,598 

剰余金の配当（千円）（注）２     △24,678 △24,678 

当期純損失（千円）     △417,429 △417,429 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 
（千円） 

       

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

766,799 766,799 △442,107 1,091,490 

平成19年４月30日 残高（千円） 2,709,590 2,697,374 168,908 5,575,873 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証
券評価差額金 

為替換算調整
勘定 

評価・換算差
額等合計 

平成18年４月30日 残高（千円） △3,319 24,188 20,868 18,415 4,523,667 

連結会計年度中の変動額          

新株の発行（千円）（注）１         1,533,598 

剰余金の配当（千円）（注）２         △24,678 

当期純損失（千円）         △417,429 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 
（千円） 

3,319 8,533 11,853 4,791 16,644 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

3,319 8,533 11,853 4,791 1,108,135 

平成19年４月30日 残高（千円） － 32,721 32,721 33,207 5,631,802 

  資本金 資本準備金 

新株予約権の行使 17,316千円 17,316千円

転換社債型新株予約権 

付社債の行使（転換） 
749,482千円 749,482千円

  766,799千円 766,799千円



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

       

税金等調整前中間
（当期）純損失
（△） 

  △84,779 △460,766 △340,796 

減価償却費   36,578 54,231 79,701 

のれんの償却額   2,183 2,183 4,367 

貸倒引当金の増加額   123 2,038 287 

賞与引当金の増加額   2,059 668 4,837 

退職給付引当金の増
加額 

  263 591 3,002 

受取利息及び受取配
当金 

  △1,832 △3,972 △4,745 

支払利息   6,312 2,564 10,623 

為替差損益   △111 170 △182 

株式交付費   285 3,452 3,292 

社債発行費   600 － 4,570 

自己株式取得費   － 348 － 

持分法による投資損
失 

  9,944 25,122 35,463 

有形固定資産除却損   － － 12 

有形固定資産売却益   △147 － △147 

売上債権の減少額   511,582 708,376 188,526 

たな卸資産の増加
（△）又は減少額 

  △119,533 26,929 485,100 

その他流動資産の増
加（△）又は減少額 

  6,495 △154,872 29,314 

仕入債務の増加又は
減少額（△） 

  △40,499 △838,855 42,053 

未払費用の増加又は
減少額（△） 

  24,906 △6,489 23,197 

割引手形の増加額   － 14,302 － 

その他流動負債の増
加又は減少額（△） 

  △9,603 △1,015 △10,464 

小計   344,826 △624,992 558,014 

利息及び配当金の受
取額 

  1,832 3,972 4,745 

利息の支払額   △6,584 △2,585 △10,781 

法人税等の還付額   － 41,000 － 

法人税等の支払額   △81,302 △19,652 △156,218 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  258,771 △602,256 395,759 

 



   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

       

定期預金の預入によ
る支出 

  △9,415 △22,705 △148,238 

定期預金の払戻によ
る収入 

  6,412 10,028 157,595 

有形固定資産の取得
による支出 

  △59,811 △623,084 △140,682 

有形固定資産の売却
による収入 

  360 － 360 

無形固定資産の取得
による支出 

  △16,534 △45,203 △91,946 

投資有価証券の取得
による支出 

  － － △4,000 

関係会社株式の取得
による支出 

  △52,029 － △52,029 

敷金保証金の増加
（△）又は減少額 

  739 △4,056 △3,054 

その他投資等の増加
額（△） 

  △1,385 △2,686 △3,878 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △131,664 △687,709 △285,874 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

       

短期借入金の純減少額   △800,000 － △800,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △291,868 △24,388 △368,624 

社債の転換による支出   － △3,590 － 

社債の発行による収入   2,999,400 － 2,995,430 

株式の発行による収入   28,296 1,035 31,340 

少数株主からの払込
みによる収入 

  － － 7,445 

配当金の支払額   △23,617 △52 △24,463 

少数株主に対する配
当金の支払額 

  － － △2,082 

自己株式取得による
支出 

  － △174,559 － 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  1,912,211 △201,554 1,839,046 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  1,729 △267 2,048 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加又は減少額（△） 

  2,041,048 △1,491,787 1,950,979 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  953,691 2,904,671 953,691 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  2,994,739 1,412,883 2,904,671 

         



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

─────  当社グループを取り巻く環境は、巨額の設

備投資を計画している液晶・PDP向けパネル

メーカーがある一方で、フレキシブル基板、

テープ基板業界では、装置の買換需要は減退

しつつあるなど、設備産業である当社にとっ

ては厳しい状況が続いております。こうした

中、当社グループは第10期連結会計年度から

３期連続して営業損失を計上し、前連結会計

年度は営業利益を確保したものの当中間連結

会計期間において、当初予想を大幅に上回る

営業損失を余儀なくされました。 

 当該状況により、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。当社は当該

状況を解消すべく事業の再建策を策定し、収

益構造を再構築し安定した経営基盤の確立に

努めてまいります。 

 事業の再建策の骨子は、①当社及び当社子

会社を含めた事業ポートフォリオの全般的な

見直しによる低採算性部門の整理・統合と高

採算性部門としての治具ビジネスへの集中投

資による世界展開及び組織再編による適正な

人員配置の実施、②前記①に伴う人員の適正

化を図る中でのコスト削減、③市場ニーズを

見極めた上での効率的な製品開発への集中、

④固定資産の有効活用であります。これらを

優先課題と位置づけ、諸施策を確実に実行

していく予定であります。 

 上記の事業再建策が確実に実行されること

で、収益構造の改善が図られる予定でありま

す。 

 中間連結財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、このような重要な疑義の影

響を財務諸表には反映しておりません。 

───── 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数      ７社 

株式会社エス・ティー・エフ 

KOHT Co.,Ltd. 

卓超高科技電子（上海）有限公

司 

唯一高科技股份有限公司 

日本電針株式会社 

オー・エイチ・ティー・ディ

ー・ビー・エム株式会社 

OHT Technical Service  

（Thailand）Co.,Ltd. 

 上記のうち、オー・エイチ・

ティー・ディー・ビー・エム株

式会社及びOHT Technical  

Service （Thailand）Co.,Ltd. 

については、当中間連結会計期

間において新たに設立したた

め、連結の範囲に含めておりま

す。 

連結子会社の数      ７社 

株式会社エス・ティー・エフ 

KOHT Co.,Ltd. 

卓超高科技電子（上海）有限公

司 

唯一高科技股份有限公司 

日本電針株式会社 

オー・エイチ・ティー・ディ

ー・ビー・エム株式会社 

OHT Technical Service  

（Thailand）Co.,Ltd. 

  

  

連結子会社の数      ７社 

株式会社エス・ティー・エフ 

KOHT Co.,Ltd． 

卓超高科技電子（上海）有限公

司 

唯一高科技股份有限公司 

日本電針株式会社 

オー・エイチ・ティー・ディ

ー・ビー・エム株式会社 

OHT Technical Service  

（Thailand）Co.,Ltd. 

 上記のうち、オー・エイチ・

ティー・ディー・ビー・エム株

式会社及びOHT Technical  

Service （Thailand）Co.,Ltd. 

については、当連結会計年度に

おいて新たに設立したため、連

結の範囲に含めております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

① 持分法適用会社の数  １社 

 dBm Optics, Inc. 

 なお、平成18年７月にdBm Op

tics, Inc.の株式を18.4％まで

追加取得いたしましたが、実質

的な影響力を有しているため、

持分法を適用しております。 

① 持分法適用会社の数  １社 

 dBm Optics, Inc. 

① 持分法適用会社の数  １社 

 dBm Optics, Inc. 

 なお、平成18年７月にdBm Opt

ics, Inc.の株式を18.4％まで追

加取得したことにより、当連結

会計年度より、持分法を適用し

ております。 

  ② 持分法を適用していない関連

会社 

 OHT Asia PTE Ltd.は中間

連結純損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がない

ため持分法の適用範囲から除外

しております。 

───── ───── 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社のうち、KOHT Co.,  

Ltd.、卓超高科技電子（上海）有

限公司、唯一高科技股份有限公司

及びOHT Technical Service  

(Thailand) Co., Ltd.の中間決算

日は、６月30日であり、中間連結

財務諸表の作成に当たっては、９

月30日現在で実施した仮決算に基

づく中間財務諸表を使用しており

ます。 

 また、日本電針株式会社及びオ

ー・エイチ・ティー・ディー・ビ

ー・エム株式会社の中間決算日は

９月30日であります。 

 ただし、中間連結決算日までの

期間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行って

おります。 

 同左  連結子会社のうち、KOHT Co.,  

Ltd.、卓超高科技電子（上海）有

限公司、唯一高科技股份有限公司

及びOHT Technical Service  (Tha

iland) Co.,Ltd.の決算日は、12月

31日であり、連結財務諸表の作成

に当たっては、３月31日現在で実

施した仮決算に基づく財務諸表を

使用しております。 

 また、日本電針株式会社及びオ

ー・エイチ・ティー・ディー・ビ

ー・エム株式会社の決算日は３月

31日であります。 

 ただし、連結決算日までの期間

に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

４．会計処理基準に関する事

項 

     

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

イ．有価証券 イ．有価証券 イ．有価証券 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

 同左 

時価のないもの 

 同左 

  ロ．たな卸資産 

製品・仕掛品 

主として個別法による原価法 

ロ．たな卸資産 

製品・仕掛品 

 同左 

ロ．たな卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

  原材料 

主として移動平均法による原

価法 

原材料 

 同左 

原材料 

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ．有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定

率法を、また、在外連結子会社

は定額法を採用しております。 

（ただし、当社及び国内連結子

会社は平成10年４月１日以降に

取得した建物（付属設備を除

く）は定額法によっておりま

す。） 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物及び構築物  10～30年 

機械装置及び運搬具 

         ５～10年 

イ．有形固定資産 

同左 

イ．有形固定資産 

同左 

         （追加情報） 

 当社及び国内連結子会社

は、法人税法改正に伴い、各

事業年度以前に取得した資産

については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に

到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上

しております。 

 なお、これによる損益に与

える影響は軽微であります。 

  

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

  ロ．無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウエ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

ロ．無形固定資産 

 同左 

ロ．無形固定資産 

 同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

イ．貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えて、当社及び国内連結子会社

は一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。また、在

外連結子会社は主として特定の

債権について回収不能見込額を

計上しております。 

イ．貸倒引当金 

 同左 

イ．貸倒引当金 

 同左 

  ロ．賞与引当金 

 当社及び国内連結子会社は従

業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額の

当期負担額を計上しておりま

す。 

ロ．賞与引当金 

 同左 

ロ．賞与引当金 

 同左 

  ハ．退職給付引当金 

 当社及び連結子会社におい

て、従業員の退職給付に備える

ため、当中間連結会計期間末に

おける退職給付債務及び年金資

産に基づき計上しております。 

ハ．退職給付引当金 

 同左 

ハ．退職給付引当金 

 当社及び連結子会社におい

て、従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産に

基づき計上しております。 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結中

間決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在外

子会社等の資産及び負債は、連結

中間決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定及び少数株主持分

に含めて計上しております。 

  同左  外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会

社等の資産及び負債は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調

整勘定及び少数株主持分に含めて

計上しております。 

(5）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

 同左  同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

(6）重要なヘッジ会計の方

法 

イ．ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっており

ます。なお、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の要件

を充たしている場合には振当処

理を採用しております。 

イ．ヘッジ会計の方法 

 同左 

イ．ヘッジ会計の方法 

 同左 

  ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…為替予約 

  ヘッジ対象…原材料輸入によ

る外貨建買入債

務 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左 

  ハ．ヘッジ方針 

  為替変動リスクの低減のた

め、対象債務の範囲内でヘッジ

を行っております。 

ハ．ヘッジ方針 

 同左 

ハ．ヘッジ方針 

 同左 

  ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ開始から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ

対象とヘッジ手段の相場変動の

累計を比較し、その変動額の比

率によって有効性を評価してお

ります。 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

(7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項 

イ．消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

イ．消費税等の会計処理 

 同左 

イ．消費税等の会計処理 

 同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金・随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

 同左  同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

  
──── 

  

（減価償却資産の減価償却の方法） 

 当中間連結会計期間より、法人税法の改正

（所得税法等の一部を改正する法律 平成19

年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施

行令の一部を改正する政令 平成19年３月30

日 政令第83号）に伴い、平成19年５月１日

以降に取得した減価償却資産については、改

正後の法人税法に基づく方法に変更しており

ます。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

  
──── 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間連結会計期間から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

4,465,609千円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しておりま

す。 

  

──── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当連結会計年度から「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

5,608,595千円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借対

照表の純資産の部については、連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

（中間連結損益計算書） 

１．前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」に含めて表示

しておりました「手形等売却損」は、営業外費用の総額の100分

の10を超えたため区分掲記いたしました。 

  なお、前中間連結会計期間の「手形等売却損」は、465千円で

あります。 

  ───── 

  

   

２．前中間連結会計期間まで営業外費用として表示しておりました

「新株発行費」は、当中間連結会計期間より「繰延資産の会計

処理に関する当面の取扱い」により、「株式交付費」と表示し

ております。 

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ・フローに「連

結調整勘定償却」及び「新株発行費」として掲記されていたものは、

当中間連結会計期間より、それぞれ「のれんの償却」及び「株式交付

費」と表示しております。 

  

  



追加情報 

前中間連結会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日） 

 該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日） 

（過年度の有価証券報告書及び半期報告書の訂正について） 

 今般、当中間決算の集計作業において、また、金融商品取引法に則した内部管理体制の構築作業において、当

社の過年度決算について訂正を要する可能性のある事実が判明し、当社は過日、社内特別調査委員会を設置し鋭

意調査を進めてまいりました。その結果、下記の事項について訂正を要する事実が判明いたしました。また、当

社株式は、平成20年１月29日から東京証券取引所より監理銘柄に指定されております。 

 当社は、平成15年７月29日に提出した第９期（自平成14年５月１日 至平成15年４月30日）有価証券報告書、

平成16年１月29日に提出した第10期中（自平成15年５月１日 至平成15年10月31日）半期報告書、平成16年７月

29日に提出した第10期（自平成15年５月１日 至平成16年４月30日）有価証券報告書、平成17年１月28日に提出

した第11期中（自平成16年５月１日 至平成16年10月31日）半期報告書、平成17年７月28日に提出した第11期

（自平成16年５月１日 至平成17年４月30日）有価証券報告書、平成18年１月26日に提出した第12期中（自平成

17年５月１日 至平成17年10月31日）半期報告書、平成18年７月31日に提出した第12期（自平成17年５月１日 

至平成18年４月30日）有価証券報告書、平成19年１月30日に提出した第13期中（自平成18年５月１日 至平成18

年10月31日）半期報告書及び平成19年７月30日に提出した第13期（自平成18年５月１日 至平成19年４月30日）

有価証券報告書並びに平成15年３月18日に提出した有価証券届出書、平成16年９月15日に提出した有価証券届出

書、平成17年６月13日に提出した有価証券届出書及び平成18年９月15日に提出した有価証券届出書に記載された

連結財務諸表・財務諸表及びその他の記載事項の一部について訂正することを決定しております。当社はこれら

過年度の訂正後の財務諸表（連結・個別）を含む訂正報告書について、創研合同監査法人の監査を受けたうえ

で、中国財務局に提出する予定です。 

 本半期報告書中、過年度にかかる数値については、本半期報告書の提出日現在において、前述の訂正報告書に

かかる監査が終了していないため、当初提出時の数値（訂正事項を反映させる前の数値）を記載しております。

他方、当中間連結会計期間の中間連結財務諸表は、過年度の連結財務諸表に係る訂正事項を反映させて作成して

おります。なお、前述の訂正報告書にかかる監査が終了し次第、過年度の訂正報告書の提出と併せ、過年度にか

かる数値を反映させた本半期報告書の訂正報告書を提出いたします。 

１．訂正事項とその理由及び影響額 

  当社は、前述の事実が明らかにされた後、直ちに代表取締役社長を委員長とする社内特別調査委員会を設置

し調査を行ってまいりました。また、独立した第三者の立場で本件に関する調査及び特別調査委員会の調査内

容の検証を目的として、社外有識者による外部調査委員会を設置し、前述の訂正を行うに至った事実に解明と

原因の究明を行っております。 

 訂正報告書の作成にあたっては、過年度に公表した財務諸表において採用した会計処理及び開示の再検討を

行い、当社の会計基準をより保守的に考えた会計処理に訂正いたします。 

 現時点までの調査によって明らかにされた訂正を要する事実は以下のとおりであります。 

（1） より保守的に売上計上すべき売上 

当社は、出荷基準にて売上を計上しておりますが、当該計上基準に付随して「出荷時に検収の目途が明確

であることが必要で、仮に一定期間を経ても合理的理由がないにも関わらず検収を受けることができない場

合は、製品の返品等がなくとも取消処理を行うこと」という会計方針のもと処理してまいりました。 

 出荷基準を採用する以上、正常な営業循環の過程にあると判断できるだけの確実性が必要でありますが、

今般の過年度決算の訂正においては、ルールの厳格な適用からはずれ、上記会計方針に合致しない売上計上

が行われておりました。 

 調査の結果、訂正対象期間における装置関連の売上計上約1,000件のうち、上記の事由により訂正すべき売

上計上処理が合計42件存在いたしました。 

（a） 返品され棚卸資産となった取引に関するもの 

売上計上後、なんらかの理由により返品され在庫となった取引が存在いたしました。これは、該当製品が

顧客の要求を満たすことができなかった、顧客において製造工程が変更になった等の理由により当該製品が

不要となった、製造に使用されたとしても不要となった段階で返品された等の理由で返品がなされたもので

あり、売上計上時の検収目途が明確であったとは言い難い取引でありました。 

これらの取引に関しては、結果的に返品となり在庫となっていることから、売上時の検収の目処が明確で

なかったとみなし、より保守的に売上計上時点に遡り訂正いたします。 



（b） 返品され転売された取引に関するもの 

売上計上後なんらかの理由により、他の顧客に転売された取引が存在いたしました。これは、上記（a）と

同等の理由等により、一旦返品され、さらに他の顧客に転売されていることから、当初の売上計上時の検収

目途が明確であったとは言い難い取引でありました。 

これらの取引は、結果的に転売となっていることから、当初の売上時の検収の目処が明確でなかったとみ

なし、より保守的に当初の売上計上時点に遡り訂正いたします。 

（c） 商社を経由した取引に関するもの 

当社は、エンドユーザーに製品を販売する際、資金回収リスクの軽減、市場開拓及び顧客の要請等の理由

により、商社を経由して取引を行うことがあります。 

 今般の訂正対象となる取引においては、売上計上された後、一旦、売上が取消され、再度、売上計上され

たり、エンドユーザーとの直取引に変更になり、商社に対する売上が取り消された取引等がありました。 

 これらも前記（a）、（b）同様、当初の売上計上時に検収の目処が明確でなかったとみなし、より保守的

に当初の商社への売上計上時点に遡り訂正いたします。 

（2） 仕入計上の遅れ 

当社は検収基準にて仕入を計上しておりますが、仕入物件のうち高額物件（100万円以上）について、その

計上タイミングは、製造部門からの検収連絡に依拠しておりました。 

 当該会計処理過程においては、仕入物品が売上計上済物件なのか、棚卸資産に計上すべき物件なのかをリ

アルタイムで把握するシステムが不十分で、その結果、売上計上後に仕入計上を行っていたケースが存在い

たしました。 

 結果として、訂正対象期間において、37物件に関わる仕入の計上遅れが発生しておりました。 

（3） 期末仕掛品の把握ミス 

 当社は、製品の製造原価を製造番号ごとに集計する個別原価計算制度を採用しております。 

この処理において、製造番号の発番管理に統一性がなく、混乱が生じておりました。 

 また、引合、受注段階からの実行予算管理、粗利益管理が不十分で、さらに前記（2）の仕入れの計上遅れ

等もあり、期末仕掛品残高の把握、集計に正確性を欠いているものがあり、訂正処理をいたします。 

２．期首純資産額 

  過年度に係る訂正事項の概要及び当中間連結会計期間の連結中間財務諸表の期首純資産額（少数株主持分を含

む）に与えた影響は、以下のとおりです。 

（単位：千円）

概要 純資産額 

訂正事項反映前 平成19年４月30日残高  5,631,802 

訂 

正 

事 

項 

 売上高修正額 △12,046 

 棚卸資産修正額 △224,740 

 仕入修正額 △546,445 

その他 △1,107 

 訂正事項反映後 平成19年４月30日残高 4,847,462 



３．特別調査委員会の調査結果を受けての今後の対応策 

  当社は、調査結果を真摯に受け止め、今後、二度とこのような事態を起こさないための対策を不退転の決意

で進めてまいりたいと考えております。当社の対応として下記の事項を進めてまいります。 

（1） コーポレートガバナンスに関する改善 

下記（2）記載の内部管理体制の強化を通じて、財務報告の信頼性を確保するため、適切なコーポレートガ

バナンス体制及び内部統制システムの構築を目指してまいります。 

（2） 内部管理体制の強化 

今後の売上計上を始めとする業務フロー、関連証憑等を改善し、効率的且つ適正な業務運営体制を構築す

るため、代表取締役社長を委員長とする業務改革委員会を設置し、具体的な施策の検討を行うと同時に、金

融商品取引法に定める内部統制システムの整備を進めてまいります。 

 また、同時に種々の問題点を解決し管理していくことを目的に、社内に新たな管理部署（仮称：業務管理

部）を創設いたします。 

（3） モニタリング機能の強化 

今般の過年度決算の訂正を早期に発見できなかった原因として、社内のモニタリング機能が有効でなかっ

たことが挙げられます。この点を解決するため効果的なモニタリング体制の構築を目指してまいります。 

（4） コンプライアンスホットラインの設置 

将来に渡り不正等が発生することを防止するため、役員や社員からコンプライアンス違反となるまたはそ

の恐れのある行為について、監査部及び外部弁護士等を窓口として設置いたします。 

（5） 財務・経理部門の機能強化 

適正な財務諸表を作成するため、社員教育を実施すると同時に、専門知識を有する人材を外部からの招聘

等も含め検討し、人員を増強することで機能を強化いたします。 

（6） 監査部門との連携強化 

監査役（会）、監査部及び監査法人と経営者との定期的な連絡協議会を実施し、適正なコンプライアンス

体制を構築することを目指してまいります。 

（7） 役職員教育 

今般の過年度決算の訂正が発生した事由の一つとして、会社の経営層を含む関係者の専門的知識の欠如が

挙げられます。したがって、今後一定の教育プログラムを策定し、役職員教育を通じ業務遂行に必要な知

識、コンプライアンス、内部統制、社会的責任等に関する知識の習得を図ると同時に、企業人としての適切

な倫理観、道徳観の醸成を図ります。 

 教育プログラムは、社内講師による教育にとどまらず、専門知識を有する外部講師による教育を定期的に

実施すると同時に、派遣又は委託等の専門家を配属し既存役職員へのＯＪＴの実施についても検討してまい

ります。 

（8） 社内管理システムの改善 

当社は、見積、売上、仕入、会計、原価、在庫、購買等市販ソフトウェア、自社製ソフトウェアを組み合

わせて運用しておりますが、それぞれの連携が不十分であり、一連での情報認識ができず、それぞれのソフ

トウェアで管理された情報を合算、照合するには手作業で行わざるを得ない状況であります。 

 このような状況を改善するために、業務フローの見直し、整備をおこなうとともに、システムの統合を行

い、一連のデータ管理が統一されたシステムにより発信できるように、早急な改善を行います。また次のス

テップとして、統合管理システムの導入を検討してまいります。 

前連結会計年度（自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日） 

 該当事項はありません。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年10月31日） 

前連結会計年度 
（平成19年４月30日） 

※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
212,636千円

※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
268,443千円

※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
225,359千円

 ２ 受取手形裏書高 27,774千円  ２ 受取手形裏書高 22,067千円

   受取手形割引高 14,302千円

 ２ 受取手形裏書高 54,656千円

※３     ───── ※３     ───── ※３ 連結会計年度末日満期手形 

   連結会計年度末日満期手形の会計処理

については、当連結会計年度の末日が金

融機関の休日でしたが、満期日に決済が

行われたものとして処理しております。

当連結会計年度末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。 

    受取手形 122千円

支払手形 108,730千円

前中間連結会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりで

あります。 

※１     ───── ※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりで

あります。 

機械装置及び運搬具 147千円     機械装置及び運搬具    147千円

※２     ─────  ※２     ─────  ※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

        工具器具備品    12千円



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 前中間連結会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加220株は、新株引受権及び新株予約権の行使による新株の発行による増加であ

ります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当の内、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

 該当事項はありません。 

 当中間連結会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加383株は、ストック・オプションの行使による新株の発行による増加10

株、転換社債型新株予約権付社債の行使（転換）による新株発行による増加373株であります。 

 （注）２．普通株式の自己株式の増加1,469株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項                               

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  該当事項はありません。 

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当の内、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

 該当事項はありません。 

 
前連結会計年度末 

株式数（株） 
当中間連結会計期間 
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間 
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末 
株式数（株） 

普通株式 41,130 220 － 41,350 

  合計 41,130 220 － 41,350 

自己株式数 － － － － 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当金額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年７月28日 

定時株主総会 
普通株式 24,678 600 平成18年４月30日 平成18年７月28日

  
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間

末株式数（株） 

 発行済株式        

   普通株式 （注）１ 43,268 383 － 43,651 

合計 43,268 383 － 43,651 

 自己株式         

   普通株式 （注）２ － 1,469 － 1,469 

合計 － 1,469 － 1,469 



 前連結会計年度（自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加2,138株は、ストック・オプションの行使による新株の発行による増加274株、

転換社債型新株予約権付社債の行使（転換）による新株発行による増加1,864株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計期間に属する配当の内、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 該当事項はありません。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

普通株式 41,130 2,138 － 43,268 

  合計 41,130 2,138 － 43,268 

自己株式数 － － － － 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当金額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年７月28日 

定時株主総会 
普通株式 24,678 600 平成18年４月30日 平成18年７月28日

前中間連結会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成18年10月31日現在） （平成19年10月31日現在） （平成19年４月30日現在） 

現金及び預金勘定 3,145,337千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△150,598千円

現金及び現金同等物 2,994,739千円

現金及び預金勘定 1,563,799千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△150,915千円

現金及び現金同等物 1,412,883千円

現金及び預金勘定 3,042,909千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△138,238千円

現金及び現金同等物 2,904,671千円



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額，減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

機械装置及び
運搬具 

34,349 22,662 11,687 

ソフトウェア 13,330 5,300 8,030 

合計 47,680 27,962 19,717 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

機械装置及び
運搬具 

33,399 21,705 11,693 

ソフトウェア 13,330 7,966 5,364 

合計 46,730 29,671 17,058 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

機械装置及び
運搬具 

33,399 19,078 14,320 

ソフトウェア 13,330 6,633 6,697 

合計 46,730 25,711 21,018 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 6,928千円

１年超 13,468千円

合計 20,397千円

１年内 8,101千円

１年超 9,658千円

合計 17,759千円

１年内 8,001千円

１年超 13,734千円

合計 21,736千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

支払リース料 4,361千円

減価償却費相当額 4,055千円

支払利息相当額 257千円

支払リース料 4,252千円

減価償却費相当額 3,960千円

支払利息相当額 276千円

支払リース料 8,714千円

減価償却費相当額 8,104千円

支払利息相当額 601千円

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

(1）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数として、残存

価額を零とする定額法によっておりま

す。 

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

(1）減価償却費相当額の算定方法 

 同左 

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

(1）減価償却費相当額の算定方法 

 同左 

(2）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価

額相当額の差額を利息相当額とし、各

期の配分方法については、利息法によ

っております。 

(2）利息相当額の算定方法 

 同左 

(2）利息相当額の算定方法 

 同左 

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

（減損損失について） 

 同左 

（減損損失について） 

 同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年10月31日現在） 

    １．その他有価証券で時価のあるもの 

   該当事項はありません。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

(1）その他有価証券 

当中間連結会計期間末（平成19年10月31日現在） 

    １．その他有価証券で時価のあるもの 

   該当事項はありません。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

(1）その他有価証券 

前連結会計年度末（平成19年４月30日現在） 

    １．その他有価証券で時価のあるもの 

   該当事項はありません。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

(1）その他有価証券 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間（自平成18年５月１日 至平成18年10月31日）、当中間連結会計期間（自平成19年５月１

日 至平成19年10月31日）及び前連結会計年度（自平成18年５月１日 至平成19年４月30日） 

  ヘッジ会計が適用されているため、デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況の記載は省略し

ております。 

内容 連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 7,226 

内容 連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 121,742 

内容 連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 146,861 



（ストック・オプション等関係） 

 前中間連結会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日） 

  該当事項はありません。 

 当中間連結会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日） 

  該当事項はありません。 

 前連結会計年度（自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注）株式数に換算して記載しております。 

  
平成12年 

ストック・オプション 
平成14年 

ストック・オプション 
平成15年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び

人数 

当社取締役４名 

当社従業員53名 

当社取締役２名 

当社監査役１名 

当社従業員８名 

当社子会社の従業員２名 

当社取締役３名 

当社従業員５名 

当社子会社の取締役１名 

ストック・オプション

数 
普通株式   768株 普通株式   1,660株 普通株式   400株 

付与日 平成12年８月７日 平成14年８月30日 平成15年８月11日 

権利確定条件 

付与日（平成12年８月７日）

以降、権利確定日（平成16年

８月20日）まで継続して勤務

していること。 

付与日（平成14年８月30日）

以降、権利確定日（平成16年

８月20日）まで継続して勤務

していること。 

付与日（平成15年８月11日）

以降、権利確定日（平成17年

８月20日）まで継続して勤務

していること。 

対象勤務期間 定めなし 定めなし 定めなし 

権利行使期間 
平成16年８月20日から 

平成22年７月27日まで 

平成16年８月20日から 

平成24年７月25日まで 

平成17年８月20日から 

平成25年７月25日まで 

  
平成16年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び

人数 

当社取締役４名 

当社監査役１名 

当社従業員99名 

当社子会社の取締役１名 

当社子会社の従業員18名 

当社取締役５名 

当社監査役１名 

当社従業員131名 

当社子会社の取締役１名 

当社子会社の従業員34名 

ストック・オプション

数 
普通株式   644株 普通株式   2,500株 

付与日 平成16年８月11日 平成18年４月14日 

権利確定条件 

付与日（平成16年８月11日）

以降、権利確定日（平成18年

８月20日）まで継続して勤務

していること。 

付与日（平成18年４月14日）

以降、権利確定日（平成19年

８月20日）まで継続して勤務

していること。 

対象勤務期間 定めなし 定めなし 

権利行使期間 
平成18年８月20日から 

平成26年７月25日まで 

平成19年８月20日から 

平成27年７月25日まで 



(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい

ては、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

 （注）平成16年６月18日付及び平成16年12月20日付で行われた株式分割による権利行使価格の調整を行っております。 

    
平成12年 

ストック・オプション 
平成14年 

ストック・オプション 
平成15年 

ストック・オプション 

権利確定前 （株）       

前連結会計年度末   － － － 

付与   － － － 

失効   － － － 

権利確定   － － － 

未確定残   － － － 

権利確定後 （株）       

前連結会計年度末   392 1,652 348 

権利確定   － － － 

権利行使   160 12 8 

失効   － － － 

未行使残   232 1,640 340 

    
平成16年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 

権利確定前 （株）     

前連結会計年度末   596 2,491 

付与   － － 

失効   10 122 

権利確定   586 － 

未確定残   － 2,369 

権利確定後 （株）     

前連結会計年度末   －   

権利確定   586 － 

権利行使   94 － 

失効   － － 

未行使残   492 － 

   
平成12年 

ストック・オプション 
平成14年 

ストック・オプション 
平成15年 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円） 75,000 75,000 156,000 

行使時平均株価 （円） 959,425 1,166,666 828,000 

公正な評価単価（付与日） （円） － － － 

   
平成16年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円） 217,926 710,660 

行使時平均株価 （円） 920,808 － 

公正な評価単価（付与日） （円） － － 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成18年５月１日 至平成18年10月31日）、当中間連結会計期間（自平成19年５月１

日 至平成19年10月31日）及び前連結会計年度（自平成18年５月１日 至平成19年４月30日） 

 当社グループは、プリント基板電気検査装置関係製品の専門メーカーとして同一セグメントに属する検査

装置の製造、販売を行っており、当該事業以外に事業種類がないため、該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日) 

当中間連結会計期間(自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日)及び前連結会計年度（自平成18年５月１

日 至平成19年４月30日） 

 本邦の売上高は全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため，所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  日本 韓国 その他 計 消去又は全社 連結 

売上高（千円）            

(1）外部顧客に対する売上高

（千円） 
2,495,712 411,252 134,563 3,041,528 － 3,041,528 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高（千円） 
43,013 90,272 15,535 148,820 △148,820 － 

計（千円） 2,538,725 501,525 150,098 3,190,349 △148,820 3,041,528 

営業費用（千円） 2,646,509 505,673 140,844 3,293,027 △180,436 3,112,590 

営業利益または営業損失 

（△）（千円） 
△107,784 △4,147 9,254 △102,677 31,615 △71,062 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成18年５月１日 至平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間（自平成19年５月１日 至平成19年10月31日） 

前連結会計年度（自平成18年５月１日 至平成19年４月30日） 

（注） 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  中国 台湾 韓国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 476,996 99,252 771,742 86,248 1,434,238 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 3,041,528 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
15.7 3.3 25.4 2.8 47.2 

  中国 台湾 韓国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 523,576 53,888 59,775 56,691 693,932 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 2,160,428 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
24.2 2.5 2.8 2.6 32.1 

  中国 台湾 韓国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 754,379 241,036 960,019 115,054 2,070,490 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 6,420,374 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
11.7 3.8 14.9 1.8 32.2 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式は存在するもの

の１株当たり中間純損失であるため記載して

おりません。 

１株当たり純資産額 107,995円39銭

１株当たり中間純損失金額 △1,216円68銭

 同左 

１株当たり純資産額 106,096円42銭

１株当たり中間純損失金額 △10,771円61銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式は存在するもの

の１株当たり当期純損失であるため記載して

おりません。 

１株当たり純資産額 129,624円56銭

１株当たり当期純損失金額 △10,068円11銭

 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

１株当たり当期純利益金額又は中間純損失

（△）金額 
     

中間（当期）純損失（△）（千円） △50,089 △467,817 △417,429 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純損失（△）

（千円） 
△50,089 △467,817 △417,429 

期中平均株式数（株） 41,169 43,430 41,460 

       

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

 新株予約権付社債（額面金

額3,000百万円）、新株予約

権１種類（新株予約権の数

3,148個）及び新株引受権方

式のストックオプション（普

通株式260株）。これらの詳

細は、「第４ 提出会社の状

況、１ 株式等の状況、(2）

新株予約権等の状況」に記載

のとおりであります。 

 新株予約権付社債（額面金

額1,200百万円）、新株予約

権１種類（新株予約権の数

3,078個）及び新株引受権方

式のストックオプション（普

通株式232株）。これらの詳

細は、「第４ 提出会社の状

況、１ 株式等の状況、(2）

新株予約権等の状況」に記載

のとおりであります。 

 新株予約権付社債（額面金

額1,550百万円）、新株予約

権１種類（新株予約権の数

3,110個）及び新株引受権方

式のストックオプション（普

通株式232株）。これらの詳

細は、「第４ 提出会社の状

況、１ 株式等の状況、(2）

新株予約権等の状況」に記載

のとおりであります。 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日） 

 該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日） 

   第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却 

 平成19年12月18日に開催いたしました取締役会において、平成18年10月２日発行の第１回無担保転換社債型新

株予約権付社債の買入消却を決議し、平成19年12月21日に実行いたしました。 

１．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却の理由 

 当社グループの資本政策の一環として、現在の株価水準及び当社資金状況等を総合的に勘案し、増加する 潜

在株式に対して、将来の当社株式の希薄化を早期に防止し、企業価値を向上させることを目的として、第１回無

担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却を実施するものです。 

２．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却の内容 

（1）名称  

    オー・エイチ・ティー株式会社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（2）買入消却の方法 

     残存する無担保転換社債型新株予約権付社債の全額を買入消却いたします。 

     未行使額面総額 金1,200,000,000円（平成19年12月18日現在） 

（3）買入消却の理由 

    当該無担保転換社債型新株予約権付社債に規定された条項に基づき、発行会社及び割当先間で合意されたもので

あります。 

（4）従来の償還期限 

      平成21年10月２日 

（5）買入消却金額 

       額面100円につき100円 

３．買入消却の原資について 

 平成18年10月２日発行の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債にて調達した資金を、第１回無担保転換社債

型新株予約権付社債の買入消却に充当いたします。 

前連結会計年度（自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日） 

 該当事項はありません。 

(2）【その他】 

該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

   
前中間会計期間末 

（平成18年10月31日） 
当中間会計期間末 

（平成19年10月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）                    

Ⅰ 流動資産                    

１．現金及び預金   2,929,228     1,350,598     2,839,300    

２．受取手形 ※４ 478,278     136,781     57,958    

３．売掛金   1,261,025     1,303,402     2,074,066    

４．たな卸資産   2,615,636     1,752,255     1,971,157    

５．未収還付法人税
等   －     －     41,000    

６．関係会社短期貸
付金   －     10,037     7,960    

７．繰延税金資産   76,341     －     －    

７．その他   48,977     188,511     33,492    

  貸倒引当金 ※３ －     △2,032     －    

流動資産合計     7,409,487 87.5   4,739,554 73.7   7,024,934 86.2 

Ⅱ 固定資産                    

１．有形固定資産 ※１                  

(1）建物   189,652     182,302     185,697    

(2）構築物   21,426     17,059     19,018    

(3）機械装置   50,051     116,519     56,610    

(4）工具器具備品   26,484     44,334     32,188    

(5）土地   121,626     553,519     121,626    

(6）建設仮勘定   －     5,610     13,485    

有形固定資産合
計   409,241     919,344     428,625    

２．無形固定資産                    

(1）ソフトウェア   7,528     95,369     62,888    

(2）特許権   174,988     187,357     184,691    

(3）電話加入権   1,246     1,246     1,246    

無形固定資産合
計   183,763     283,973     248,825    

３．投資その他の資
産                    

(1）投資有価証券   6,000     10,000     10,000    

(2）関係会社株式   404,308     394,550     394,550    

(3) 関係会社長期
貸付金   30,000     66,932     21,050    

(4）敷金保証金   14,953     14,243     14,048    

(5）繰延税金資産   2,044     －     －    

(6）その他   7,666     8,509     8,021    

貸倒引当金   △2,300     △2,300     △2,300    

投資その他の資
産合計   462,674     491,935     445,370    

固定資産合計     1,055,679 12.5   1,695,254 26.3   1,122,821 13.8 

資産合計     8,465,166 100.0   6,434,808 100.0   8,147,755 100.0 

                     
 



   
前中間会計期間末 

（平成18年10月31日） 
当中間会計期間末 

（平成19年10月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）                    

Ⅰ 流動負債                    

１．支払手形 ※４ 704,800     449,769     805,170    

２．買掛金   143,815     278,054     184,181    

３．１年以内返済予
定長期借入金   74,952     30,034     34,992    

４．未払法人税等   7,000     6,000     －    

５．賞与引当金   28,698     31,603     31,132    

６．その他   52,949     49,124     40,230    

流動負債合計     1,012,214 12.0   844,585 13.1   1,095,706 13.4 

Ⅱ 固定負債                    

１．新株予約権付社
債   3,000,000     1,200,000     1,500,000    

２．長期借入金   123,554     80,000     92,538    

３．退職給付引当金   218     496     847    

固定負債合計     3,123,772 36.9   1,280,496 19.9   1,593,385 19.6 

負債合計     4,135,987 48.9   2,125,081 33.0   2,689,091 33.0 

                     

（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                    

１ 資本金     1,957,082 23.1   2,860,085 44.4   2,709,590 33.3 

２ 資本剰余金                    

(1）資本準備金   1,944,866     1,847,869     2,697,374    

(2）その他資本剰
余金   －     1,000,000     －    

資本剰余金合計     1,944,866 23.0   2,847,869 44.3   2,697,374 33.1 

３ 利益剰余金                    

(1）その他利益剰
余金                    

別途積立金   450,000     450,000     450,000    

繰越利益剰余
金   △22,769     △1,674,017     △398,301    

利益剰余金合計     427,230 5.0   △1,224,017 △19.0   51,698 0.6 

４ 自己株式     －     △174,211 △2.7   －  

株主資本合計     4,329,179 51.1   4,309,727 67.0   5,458,664 67.0 

純資産合計     4,329,179 51.1   4,309,727 67.0   5,458,664 67.0 

負債純資産合計     8,465,166 100.0   6,434,808 100.0   8,147,755 100.0 

                     



②【中間損益計算書】 

   
前中間会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     2,359,219 100.0   1,812,470 100.0   5,451,517 100.0 

Ⅱ 売上原価     1,988,118 84.3   1,777,483 98.1   4,725,799 86.7 

売上総利益     371,100 15.7   34,986 1.9   725,717 13.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費     506,279 21.4   485,264 26.7   1,177,543 21.6 

営業損失（△）     △135,178 △5.7   △450,277 △24.8   △451,825 △8.3 

Ⅳ 営業外収益 ※１   14,052 0.6   22,221 1.2   71,472 1.3 

Ⅴ 営業外費用 ※２   8,000 0.4   10,841 0.6   20,939 0.4 

経常損失（△）     △129,126 △5.5   △438,897 △24.2   △401,291 △7.4 

Ⅵ 特別損失 ※３   － －   9,603 0.6   9,770 0.1 

税引前中間（当
期）純損失（△）     △129,126 △5.5   △448,501 △24.8   △411,062 △7.5 

過年度法人税、住
民税及び事業税   －       － － 11,683    

法人税、住民税及
び事業税   674     2,372 4,200    

法人税等調整額   △50,332 △49,658 △2.1 － 2,372 0.1 28,054 43,937 0.8 

中間（当期）純損
失（△）     △79,468 △3.4   △450,873 △24.9   △454,999 △8.3 

                     



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自平成18年５月１日 至平成18年10月31日） 

 （注） 平成18年７月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

株主資本 

合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 
資本剰余金合

計 

その他利益剰余金 

 利益剰余金 

合計 
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 

平成18年４月30日 残高 

（千円） 
1,942,791 1,930,575 1,930,575 350,000 181,376 531,376 4,404,744 

中間会計期間中の変動額              

新株の発行（千円） 14,291 14,291 14,291       28,582 

剰余金の配当（千円）（注）         △24,678 △24,678 △24,678 

別途積立金の積立（千円）(注）       100,000 △100,000 － － 

中間純損失（千円）         △79,468 △79,468 △79,468 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 

（千円） 
             

中間会計期間中の変動額 

合計（千円） 
14,291 14,291 14,291 100,000 △204,146 △104,146 △75,564 

平成18年10月31日 残高 

（千円） 
1,957,082 1,944,866 1,944,866 450,000 △22,769 427,230 4,329,179 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

平成18年４月30日 残高 

（千円） 
△3,319 △3,319 4,401,424 

中間会計期間中の変動額      

新株の発行（千円）     28,582 

剰余金の配当（千円）（注）     △24,678 

別途積立金の積立（千円）（注）     － 

中間純損失（千円）     △79,468 

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）（千円） 
3,319 3,319 3,319 

中間会計期間中の変動額 

合計（千円） 
3,319 3,319 △72,244 

平成18年10月31日 残高 

（千円） 
－ － 4,329,179 



当中間会計期間（自平成19年５月１日 至平成19年10月31日） 

  （注）１． 新株発行の内容は、以下のとおりであります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

利益剰余金 

合計 
自己株式 

株主資本 

合計 
資本準備金 

その他資

本剰余金 

資本剰余金

合計 

その他利益剰余金 

別途積立

金 

繰越利益 

剰余金 

平成19年４月30日 残高 

（千円） 
2,709,590 2,697,374 － 2,697,374 450,000 △1,223,144 △773,144 － 4,633,821 

中間会計期間中の変動額                  

新株の発行（千円） 150,494 150,494   150,494         300,989 

資本準備金の取崩（千

円） 
  △1,000,000 1,000,000           － 

中間純損失（千円）           △450,873 △450,873   △450,873 

自己株式の取得（千円）               △174,211 △174,211 

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額 

（純額）（千円） 
                － 

中間会計期間中の変動額 

合計（千円） 
150,494 △849,505 1,000,000 150,494 － △450,873 △450,873 △174,211 △324,094 

平成19年10月31日 残高 

（千円） 
2,860,085 1,847,869 1,000,000 2,847,869 450,000 △1,674,017 △1,224,017 △174,211 4,309,727 

  純資産合計 

平成19年４月30日 残高 

（千円） 
4,633,821 

中間会計期間中の変動額  

新株の発行（千円） 300,989 

資本準備金の取崩（千

円） 
－ 

中間純損失（千円） △450,873 

自己株式の取得（千円） △174,211 

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）（千円） 

－ 

中間会計期間中の変動額 

合計（千円） 
△324,094 

平成19年10月31日 残高 

（千円） 
4,309,727 

  資本金 資本準備金 

新株予約権の行使 517千円 517千円

転換社債型新株予約権 

付社債の行使（転換） 
149,976千円 149,976千円

  150,494千円 150,494千円



前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年５月１日 至平成19年４月30日） 

 （注）１． 新株発行の内容は、以下のとおりであります。 

 （注）２． 平成18年７月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 
資本準備金 

資本剰余金合

計 

その他利益剰余金 

利益剰余金合

計 
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 

平成18年４月30日 残高 

（千円） 
1,942,791 1,930,575 1,930,575 350,000 181,376 531,376 4,404,744 

事業年度中の変動額              

新株の発行（千円）（注）１ 766,799 766,799 766,799       1,533,598 

剰余金の配当（千円）

（注）２ 
        △24,678 △24,678 △24,678 

別途積立金の積立（千円）       100,000 △100,000 － － 

当期純損失（千円）         △454,999 △454,999 △454,999 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）

（千円） 
             

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
766,799 766,799 766,799 100,000 △579,677 △479,677 1,053,920 

平成19年４月30日 残高 

（千円） 
2,709,590 2,697,374 2,697,374 450,000 △398,301 51,698 5,458,664 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
 その他有価証券

評価差額金 

 評価・換算差額

等合計 

平成18年４月30日 残高 

（千円） 
△3,319 △3,319 4,401,424 

事業年度中の変動額      

新株の発行（千円）（注）１     1,533,598 

剰余金の配当（千円） 

（注）２ 
    △24,678 

別途積立金の積立（千円）     － 

当期純損失（千円）     △454,999 

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 

（千円） 

3,319 3,319 3,319 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
3,319 3,319 1,057,240 

平成19年４月30日 残高 

（千円） 
－ － 5,458,664 

  資本金 資本準備金 

新株予約権の行使 17,316千円 17,316千円

転換社債型新株予約権 

付社債の行使（転換） 
749,482千円 749,482千円

  766,799千円 766,799千円



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

─────  当社を取り巻く環境は、巨額の設備投資を

計画している液晶・PDP向けパネルメーカー

がある一方で、フレキシブル基板、テープ基

板業界では、装置の買換需要は減退しつつあ

るなど、設備産業である当社にとっては厳し

い状況が続いております。こうした中、当社

は第10期事業年度からの４期連続及び当中間

会計期間において営業損失となりました。 

 当該状況により、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。当社は当該

状況を解消すべく、収益構造を再構築し安定

した経営基盤の確立に努めてまいります。 

 事業の再建策の骨子は、①当社及び当社子

会社を含めた事業ポートフォリオの全般的な

見直しによる低採算性部門の整理・統合と高

採算性部門としての治具ビジネスへの集中投

資による世界展開及び組織再編による適正な

人員配置の実施、②前記①に伴う人員の適正

化を図る中でのコスト削減、③市場ニーズを

見極めた上での効率的な製品開発への集中、

④固定資産の有効活用であります。これらを

優先課題と位置づけ、諸施策を確実に実行

していく予定であります。 

 上記の事業再建策が確実に実行されること

で、収益構造の改善が図られる予定でありま

す。 

 中間財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を

財務諸表には反映しておりません。 

───── 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

  その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

  (2）たな卸資産 

製品・仕掛品 

個別法よる原価法 

(2）たな卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

(2）たな卸資産 

製品・仕掛品 

同左 

  原材料 

移動平均法による原価法 

原材料 

同左 

原材料 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（付属設備

を除く）は定額法によってお

ります。） 

主な耐用年数 

建物及び構築物 10～21年 

機械装置    ５～６年 

(1）有形固定資産 

 同左 

(1）有形固定資産 

同左 

  (2）無形固定資産 

 定額法 

 なお、自社利用のソフトウエ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

(2）無形固定資産 

 同左 

(2）無形固定資産 

 同左 

    

  

  

(追加情報） 

 法人税法改正に伴い、平成19

年４月30日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達し

た事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。 

 なお、これによる損益に与え

る影響は軽微であります。 

  

  

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えて、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し回収不能見込

額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

 同左 

(1）貸倒引当金 

 同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額の期間対応分を計上しており

ます。 

(2）賞与引当金 

 同左 

(2）賞与引当金 

 同左 

  (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務及び年金資産に基

づいて計上しております。 

(3）退職給付引当金 

 同左 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産に基づいて計上

しております。 

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

 同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

 同左  同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜方

式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

 同左 

(1）消費税等の会計処理 

 同左 

前中間会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

 ──── 
  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間会計期間より、法人税法の改正（所

得税法等の一部を改正する法律 平成19年３

月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成19年３月30日 

政令第83号）に伴い、平成19年５月１日以降

に取得した減価償却資産については、改正後

の法人税法に基づく方法に変更しておりま

す。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

 ──── 
  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額

は4,329,179千円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

──── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

5,458,664千円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借対

照表の純資産の部については、連結財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表

等規則により作成しております。 



追加情報 

前中間会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日） 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日） 

（過年度の有価証券報告書及び半期報告書の訂正について） 

 今般、当中間決算の集計作業において、また、金融商品取引法に則した内部管理体制の構築作業において、当

社の過年度決算について訂正を要する可能性のある事実が判明し、当社は過日、社内特別調査委員会を設置し鋭

意調査を進めてまいりました。その結果、下記の事項について訂正を要する事実が判明いたしました。また、当

社株式は、平成20年１月29日から東京証券取引所より監理銘柄に指定されております。 

 当社は、平成15年７月29日に提出した第９期（自平成14年５月１日 至平成15年４月30日）有価証券報告書、

平成16年１月29日に提出した第10期中（自平成15年５月１日 至平成15年10月31日）半期報告書、平成16年７月

29日に提出した第10期（自平成15年５月１日 至平成16年４月30日）有価証券報告書、平成17年１月28日に提出

した第11期中（自平成16年５月１日 至平成16年10月31日）半期報告書、平成17年７月28日に提出した第11期

（自平成16年５月１日 至平成17年４月30日）有価証券報告書、平成18年１月26日に提出した第12期中（自平成

17年５月１日 至平成17年10月31日）半期報告書、平成18年７月31日に提出した第12期（自平成17年５月１日 

至平成18年４月30日）有価証券報告書、平成19年１月30日に提出した第13期中（自平成18年５月１日 至平成18

年10月31日）半期報告書及び平成19年７月30日に提出した第13期（自平成18年５月１日 至平成19年４月30日）

有価証券報告書並びに平成15年３月18日に提出した有価証券届出書、平成16年９月15日に提出した有価証券届出

書、平成17年６月13日に提出した有価証券届出書及び平成18年９月15日に提出した有価証券届出書に記載された

連結財務諸表・財務諸表及びその他の記載事項の一部について訂正することを決定しております。当社はこれら

過年度の訂正後の財務諸表（連結・個別）を含む訂正報告書について、創研合同監査法人の監査を受けたうえ

で、中国財務局に提出する予定です。 

 本半期報告書中、過年度にかかる数値については、本半期報告書の提出日現在において、前述の訂正報告書に

かかる監査が終了していないため、当初提出時の数値（訂正事項を反映させる前の数値）を記載しております。

他方、当中間会計期間の中間財務諸表は、過年度の財務諸表に係る訂正事項を反映させて作成しております。な

お、前述の訂正報告書にかかる監査が終了し次第、過年度の訂正報告書の提出と併せ、過年度にかかる数値を反

映させた本半期報告書の訂正報告書を提出いたします。 

１．訂正事項とその理由及び影響額 

  中間連結財務諸表 注記 「追加情報」を参照願います。 

２．期首純資産額 

 期首純資産額の過年度に係る訂正事項の概要及び当中間会計期間の中間財務諸表の期首純資産額に与えた影

響は、以下のとおりです。 

（単位：千円）

３．特別調査委員会の調査結果を受けての今後の対策 

  中間連結財務諸表 注記 「追加情報」を参照願います。 

 前事業年度（自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日） 

  該当事項はありません。 

概要 純資産額 

訂正事項反映前 平成19年４月30日残高  5,458,664 

訂 

正 

事 

項 

 売上高修正額 △12,046 

 棚卸資産修正額 △224,740 

 仕入修正額 △546,445 

その他 △41,610 

 訂正事項反映後 平成19年４月30日残高 4,633,821 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年10月31日） 

当中間会計期間末 
（平成19年10月31日） 

前事業年度末 
（平成19年４月30日） 

※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
129,784千円

※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
     166,424千円

※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
137,601千円

 ２ 受取手形裏書高 27,774千円  ２ 受取手形裏書高 22,067千円  ２ 受取手形裏書高 54,656千円

※３ 消費税等の取扱い ※３ 消費税等の取扱い ※３     ───── 
 仮払消費税及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため流動

資産の「その他」に含めて表示しており

ます。 

 同左 

※４     ───── ※４     ───── ※４ 期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理について

は、当期の末日は金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたものとして

処理しております。期末日満期手形の金

額は次のとおりであります。 

    受取手形 122千円

支払手形 108,730千円

 ５ 偶発債務 

 次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っておりま

す。 

 ５ 偶発債務 

 次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っておりま

す。 

 ５ 偶発債務 

 次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っておりま

す。 

保証先  金額（千円）   内容 

日本電針㈱   53,000   借入債務 

㈱エス・ティ

ー・エフ 

 
14,996 

 
借入債務 

保証先  金額（千円）  内容 

日本電針㈱   16,500   借入債務 

㈱エス・ティ

ー・エフ 

 
8,324 

 
借入債務 

保証先  金額（千円）   内容 

日本電針㈱   19,500   借入債務 

㈱エス・ティ

ー・エフ 

 
12,216 

 
借入債務 

前中間会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取手数料 1,800千円

賃貸収入 4,069千円

受取配当金 5,207千円

受取手数料    6,309千円

受取配当金   10,000千円

受取手数料 14,615千円

受取配当金 26,869千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 5,717千円

手形等売却損 1,397千円

支払利息   2,202千円

株式交付費    3,452千円

支払利息 9,486千円

株式交付費 3,292千円

※３ ──────  ※３ 特別損失のうち主要なもの ※３ 特別損失のうち主要なもの 

    特許権出願取下損失  9,603千円 子会社株式評価損 9,757千円

※４ 減価償却実施額 ※４ 減価償却実施額 ※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 20,179千円

無形固定資産 5,558千円

有形固定資産 28,822千円

無形固定資産 10,056千円

有形固定資産 44,160千円

無形固定資産 14,119千円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,469株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加でありま

す。 

前事業年度（自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

  
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少 

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

 普通株式  － 1,469 － 1,469 

     合計 － 1,469 － 1,469 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても関係会社株式で時価のあるものはありま

せん。 

前中間会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年５月１日 
至 平成19年４月30日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額，減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

機械装置 24,950 14,554 10,395 

車両運搬具 9,399 8,107 1,291 

ソフトウェア 13,330 5,300 8,030 

合計 47,680 27,962 19,717 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

機械装置 24,950 18,118 6,831 

車両運搬具 8,449 3,586 4,862 

ソフトウェア 13,330 7,966 5,364 

合計 46,730 29,671 17,058 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

機械装置 24,950 16,336 8,613 

車両運搬具 8,449 2,741 5,707 

ソフトウェア 13,330 6,633 6,697 

合計 46,730 25,711 21,018 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 6,928千円

１年超 13,468千円

合計 20,397千円

１年内 8,101千円

１年超 9,658千円

合計 17,759千円

１年内 8,001千円

１年超 13,734千円

合計 21,736千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額，減価償却費相当額，支払利息相

当額及び減損損失 

支払リース料 4,361千円

減価償却費相当額 4,055千円

支払利息相当額 257千円

支払リース料 4,252千円

減価償却費相当額 3,960千円

支払利息相当額 276千円

支払リース料 8,714千円

減価償却費相当額 8,104千円

支払利息相当額 601千円

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

(1）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数として、残存

価額を零とする定額法によっておりま

す。 

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

(1）減価償却費相当額の算定方法 

 同左 

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

(1）減価償却費相当額の算定方法 

 同左 

(2）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価

額相当額の差額を利息相当額とし、各

期の配分については、利息法によって

おります。 

(2）利息相当額の算定方法 

 同左 

(2）利息相当額の算定方法 

 同左 

 （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

 （減損損失について） 

同左 

 （減損損失について） 

同左 



（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日） 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日） 

 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却 

 平成19年12月18日に開催いたしました取締役会において、平成18年10月２日発行の第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債の買入消却を決議し、平成19年12月21日に実行いたしました。 

１．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却の理由 

 当社グループの資本政策の一環として、現在の株価水準及び当社資金状況等を総合的に勘案し、増加する 

潜在株式に対して、将来の当社株式の希薄化を早期に防止し、企業価値を向上させることを目的として、第１

回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却を実施するものです。 

２．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却の内容 

（1）名称  

   オー・エイチ・ティー株式会社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（2）買入消却の方法 

   残存する無担保転換社債型新株予約権付社債の全額を買入消却いたします。 

   未行使額面総額 金1,200,000,000円（平成19年12月18日現在） 

（3）買入消却の理由 

   当該無担保転換社債型新株予約権付社債に規定された条項に基づき、発行会社及び割当先間で合意され 

   たものであります。 

（4）従来の償還期限 

   平成21年10月２日 

（5）買入消却金額 

   額面100円につき100円 

３．買入消却の原資について 

 平成18年10月２日発行の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債にて調達した資金を、第１回無担保転換

社債型新株予約権付社債の買入消却に充当いたします。 

前事業年度（自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日） 

   資本準備金の減少 

  当社は平成19年６月15日開催の取締役会において、平成19年７月27日開催予定の当社の定時株主総会に、資本準

備金の額の減少について付議することを決議いたしました。詳細は連結財務諸表の「重要な後発事象」を参照願い

ます。 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第13期）（自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日） 

 平成19年７月30日中国財務局長に提出。 

(2）有価証券報告書の訂正報告書 

 平成19年７月31日中国財務局長に提出 

 事業年度（第13期）（自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であ

ります。 

(3）有価証券報告書の訂正報告書 

 平成19年９月12日中国財務局長に提出。 

 事業年度（第13期）（自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であ

ります。 

  (4）自己株券買付状況報告書 

 報告期間（自 平成19年９月28日 至 平成19年９月30日）平成19年10月12日 

  (5）自己株券買付状況報告書 

 報告期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年10月31日）平成19年11月２日 

  (6）自己株券買付状況報告書 

 報告期間（自 平成19年11月１日 至 平成19年11月30日）平成19年12月14日 

  (7）自己株券買付状況報告書 

 報告期間（自 平成19年12月１日 至 平成19年12月31日）平成20年１月13日 

  (8）臨時報告書 

 平成20年２月１日中国財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書であり

ます。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



  独立監査人の中間監査報告書  

    平成19年１月26日  

オー・エイチ・ティー株式会社      

  取締役会 御中  

  創研合同監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 佐野 芳孝  印 

 
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 本間  寛  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

オー・エイチ・ティー株式会社の平成18年５月１日から平成19年４月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成

18年５月１日から平成18年10月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、オー・エイチ・ティー株式会社及び連結子会社の平成18年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間（平成18年５月１日から平成18年10月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書  

    平成20年２月29日  

オー・エイチ・ティー株式会社      

  取締役会 御中  

  創研合同監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 本間  寛  印 

  業務執行社員   公認会計士 北倉 隆一  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるオー・エイチ・ティー株式会社の平成19年５月１日から平成20年４月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間

（平成19年５月１日から平成19年10月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損

益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

 当監査法人は、下記事項を除き、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当

監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手

続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

記 

 中間連結財務諸表注記「追加情報」に記載のとおり、会社は平成19年４月期までの過年度連結会計年度に係る連結財務

諸表及び中間連結財務諸表の訂正を決定し、当中間連結会計期間の中間連結財務諸表に平成19年４月期までに係る訂正事

項を反映させている。当監査法人は、当中間連結財務諸表についての中間監査とは別に、会社の訂正報告書に含まれる予

定の過年度の連結財務諸表及び中間連結財務諸表について監査を実施中であるが、当中間監査報告書日現在において当該

監査を完了していない。このため、当該過年度の監査の未了部分について今後実施される監査手続の結果が当中間連結会

計期間の中間連結財務諸表に追加的に及ぼしうる影響を評価することができなかった。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、上記に記載した事項の中間連結財務諸表に与える影響を除き、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、オー・エイチ・ティー株式会社及び連結子会

社の平成19年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成19年５月１日から平成19年10

月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

１．「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」に、会社は前連結会計年度で営業利益を計上したもの

の、それ以前の３連結会計年度及び当連結中間会計期間において営業損失を計上している旨を記載している。当該

状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しているが、当該状況に対する再建策等は当該注記に記載

されている。中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間連結

財務諸表には反映していない。 

２．中間連結財務諸表注記「追加情報」において会社の過年度の有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書の訂

正に係る経緯等、並びに今後会社が提出する予定の訂正報告書に関する記載がなされている。 

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却を実施して

いる。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書  

    平成19年１月26日  

オー・エイチ・ティー株式会社      

  取締役会 御中  

  創研合同監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 佐野 芳孝  印 

 
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 本間  寛  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

オー・エイチ・ティー株式会社の平成18年５月１日から平成19年４月30日までの第13期事業年度の中間会計期間（平成18

年５月１日から平成18年10月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主

資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、オー・エイチ・ティー株式会社の平成18年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18

年５月１日から平成18年10月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書  

    平成20年２月29日  

オー・エイチ・ティー株式会社      

  取締役会 御中  

  創研合同監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 本間  寛  印 

  業務執行社員   公認会計士 北倉 隆一  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるオー・エイチ・ティー株式会社の平成19年５月１日から平成20年４月30日までの第14期事業年度の中間会計期間（平

成19年５月１日から平成19年10月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間

株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、下記事項を除き、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当

監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要

に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

記 

 中間財務諸表注記「追加情報」に記載のとおり、会社は平成19年４月期までの過年度事業年度に係る財務諸表及び中間

財務諸表の訂正を決定し、当中間会計期間の中間財務諸表に平成19年４月期までに係る訂正事項を反映させている。当監

査法人は、当中間財務諸表についての中間監査とは別に、会社の訂正報告書に含まれる予定の過年度の財務諸表及び中間

財務諸表について監査を実施中であるが、当中間監査報告書日現在において当該監査を完了していない。このため、当該

過年度の監査の未了部分について今後実施される監査手続の結果が当中間会計期間の中間財務諸表に追加的に及ぼしうる

影響を評価することができなかった。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、上記に記載した事項の中間財務諸表に与える影響を除き、我が国において一般

に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、オー・エイチ・ティー株式会社の平成19年10月31日現在の

財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年５月１日から平成19年10月31日まで）の経営成績に関する有

用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

１．「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」に、会社は前事業年度以前の４事業年度及び当中間会計

期間において継続して営業損失を計上している旨を記載している。当該状況により、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しているが、当該状況に対する再建策等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続企業を前

提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していない。 

２．中間財務諸表注記「追加情報」において会社の過年度の有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書の訂正に

係る経緯等、並びに今後会社が提出する予定の訂正報告書に関する記載がなされている。 

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却を実施して

いる。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管しております。 
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